
清
朝
辺
民
制
度
の
成
立

松

浦

茂

羅
に
糠
裡
謬
麟
鐸
襯
レ
糠
羅
馨
麓
ザ
鍵
難
掃
蕎
矯
認
難
篠
鷺

少
数
民
族
は
、
そ
れ
ま
で
通
り
に
故
郷
に
留
ま
ら
せ
て
辺
民
の
組
織
に
入
れ
た
。
こ
の
う
ち
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
を
占
め
た
辺
民
の
一
部
は
、
康
煕
、
雍

正
年
間
に
東
北
の
各
地
に
駐
笠
子
領
と
し
て
移
る
こ
と
に
な
り
、
乾
隆
以
降
は
ア
ム
ー
ル
下
流
と
サ
ハ
リ
ン
の
辺
民
二
千
三
百
九
十
八
戸
だ
け
が
残
っ
た
。

清
朝
は
辺
民
を
姓
長
、
郷
長
、
子
弟
、
白
丁
な
ど
の
階
層
に
分
け
た
。
彼
ら
は
清
に
対
し
て
、
毎
年
各
芦
一
枚
ず
つ
の
鋸
皮
を
進
慨
す
る
義
務
を
課
せ
ら

れ
た
が
、
そ
の
見
返
り
に
布
地
、
櫛
、
針
、
木
綿
糸
、
ボ
タ
ン
な
ど
を
給
付
さ
れ
て
い
る
。
－
本
稿
で
は
、
清
朝
の
辺
民
制
度
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ

れ
た
の
か
、
特
に
辺
民
組
織
の
変
遷
を
中
心
に
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
〇
巻
四
号
　
一
九
八
七
年
七
月

清朝辺民制度の成立（松浦）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
清
朝
は
、
十
七
世
紀
初
め
以
来
、
ア
ム
ー
ル
川
申
、
下
流
域
と
サ
ハ
リ
ン
北
部
に
居
住
す
る
少
数
民
族
を
、
八
幡
と
は
区
別
し
て
辺
民
の
組

織
に
入
れ
て
統
治
し
た
。
こ
の
辺
民
制
度
は
、
重
代
東
北
史
の
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
ま
と
ま

っ
た
史
料
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
間
宮
林
蔵
の
『
東
縫
紀
行
』
と
『
北
蝦
夷
図

説
』
、
そ
し
て
曹
廷
奈
の
『
三
越
極
東
偏
紀
要
』
な
ど
の
調
査
記
録
と
、
さ
ら
に
は
清
が
サ
ハ
リ
ン
の
住
民
に
与
え
た
ナ
ヨ
ロ
文
書
な
ど
を
通

し
て
、
辺
民
制
度
に
関
す
る
部
分
的
な
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
中
国
の
研
究

者
が
、
辺
民
を
直
接
に
管
轄
し
て
い
た
も
と
の
三
愛
鷹
都
統
衙
門
（
雍
正
十
年
設
置
）
の
翻
案
に
拠
っ
て
一
連
の
研
究
論
文
を
発
表
し
、
三
民
制
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度
の
研
究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
様
々
な
事
実
、
た
と
え
ば
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
リ
ン

サ
ハ
リ
ン
の
住
民
に
よ
る
清
へ
の
翻
皮
の
進
貢
と
彼
ら
に
対
す
る
清
か
ら
の
烏
鳶
の
給
付
、
姓
長
、
郷
長
な
ど
の
階
層
、
そ
し
て
リ
ダ
カ
の
例

で
有
名
な
来
京
姿
職
制
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
辺
民
制
度
に
関
連
す
る
事
象
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
三
姓
撹
案
の
一
部
は
、
一
九
八
四
年

に
な
っ
て
同
じ
研
究
者
た
ち
に
よ
り
翻
訳
、
公
刊
さ
れ
、
辺
民
制
度
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
史
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
姓
棺
案
に
依
拠
す
る
中
国
の
研
究
は
、
乾
隆
以
後
の
辺
民
制
度
、
と
り
わ
け
右
の
よ
う
な
制
度
的
な
側
面
に
関
し
て
大
き
な
業
績
を
あ
げ

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
組
織
な
ど
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
乾
隆
以
前
の
移
民
組
織
が
い
か
に
し
て

形
成
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
い
ま
だ
に
十
分
に
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
と

関
連
し
て
、
竃
姓
…
椙
案
に
お
い
て
は
、
乾
隆
十
五
年
以
降
定
額
と
さ
れ
た
翠
玉
二
千
三
百
九
十
八
戸
の
姓
と
村
落
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
実
態
は
解
明
さ
れ
な
“
ま
ま
で
あ
る
。

　
私
は
、
辺
民
制
度
の
成
立
過
程
に
は
、
そ
れ
が
一
応
完
成
し
た
乾
隆
十
五
年
以
前
の
、
康
煕
、
雍
正
年
間
に
、
さ
ら
に
一
つ
の
画
期
が
あ
っ

た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
辺
民
の
組
織
に
大
き
な
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
辺
民
組
織
の
主
要
な
部
分
を
占
め
て
い

た
の
は
、
す
で
に
太
宗
時
代
か
ら
組
織
さ
れ
て
い
た
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
住
民
で
あ
っ
た
が
、
康
煕
、
雍
正
年
聞
に
彼
ら
の
大
半
は
、
辺
民

の
組
織
か
ら
離
れ
て
満
洲
八
旗
に
編
入
さ
せ
ら
れ
た
。
一
方
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
に
お
い
て
は
、
順
治
半
ぱ
ご
ろ
か
ら
清
朝
が
し
だ
い
に
勢

力
を
浸
透
さ
せ
、
辺
罠
の
組
織
も
徐
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
、
康
熈
、
雍
正
年
間
を
境
に
し
て
そ
れ
以
後
の
辺
民
組
織
は
、
ア
ム

ー
ル
州
下
流
域
の
住
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
の
変
遷
を
中
心
に
黒
鉱
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
最
初
の
二
章
に
お
い
て
は
、

ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
初
期
の
心
墨
組
織
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
解
体
し
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
く
二
章
で
は
、
ア
ム
ー
ル
川

下
流
域
の
辺
民
組
織
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
、
そ
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
①
『
欽
定
大
繭
会
典
』
（
光
緒
）
巻
一
七
戸
部
　
　
　
　
　
　
　

辺
民
計
以
戸
、
〔
…
計
戸
者
、
三
諸
所
漏
赫
哲
縄
墨
喀
、
（
奇
）
勒
繭
、
庫
葉
、
邪
倫
春
、
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恰
克
拉
五
十
六
姓
、
二
千
三
百
九
十
八
戸
、
…
〕
（
〔
　
〕
内
は
割
註
）

一
般
に
、
辺
民
と
い
う
概
念
の
中
に
は
、
東
北
辺
境
の
少
数
民
族
だ
け
で
な
く
、

新
彊
や
脊
海
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
諸
民
族
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
・
本
稿
で
雷
う

辺
民
は
、
も
っ
ぱ
ら
寧
古
塔
お
よ
び
三
姓
副
重
量
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
ア
ム
ー
ル

川
中
、
下
流
域
の
少
数
民
族
を
指
し
て
い
る
。

第
剛
章
　
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
烏
蘇
里
江
下
流
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
攻
略
と
辺
民
制
度
の
起
源

辺民偶度の成立（松浦）

　
満
洲
族
の
統
一
を
め
ざ
す
ヌ
ル
ハ
チ
（
太
祖
）
が
長
白
山
を
越
え
て
牡
丹
江
、
鳥
撃
里
江
流
域
へ
、
さ
ら
に
は
沿
海
州
方
面
へ
と
進
出
し
て
い

っ
た
の
は
、
一
六
〇
七
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
は
こ
の
年
、
鳥
隅
巌
（
防
垣
の
北
）
に
お
い
て
ウ
ラ
と
戦
っ
て
決
定
的
な
勝
利
を
収

め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ウ
ラ
の
勢
力
を
こ
の
方
面
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
以
後
は
さ
し
た
る
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
ま
ず

北
で
は
、
牡
丹
江
下
流
か
ら
上
流
ま
で
を
勢
力
下
に
置
き
、
一
方
束
で
も
、
緩
白
河
か
ら
烏
蘇
里
江
流
域
へ
と
進
み
、
さ
ら
に
は
日
本
海
沿
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

に
沿
海
州
を
北
上
し
て
い
る
。
こ
の
間
ヌ
ル
ハ
チ
は
、
攻
略
し
た
ワ
ル
カ
部
や
ウ
ェ
ジ
部
住
民
の
大
半
を
都
城
の
周
辺
に
介
し
、
八
旗
に
組
織

　
②

し
た
。

　
ヌ
ル
ハ
チ
の
後
を
襲
っ
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
（
太
宗
）
も
父
の
徒
民
政
策
を
継
承
し
、
辺
境
の
住
民
を
大
量
に
中
心
部
に
徒
し
て
い
る
。
ひ
き
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

東
方
で
は
、
鳥
蘇
里
江
下
流
と
沿
海
州
北
部
へ
の
進
出
を
は
か
り
、
こ
の
地
方
に
拠
る
フ
ル
田
部
な
ど
を
多
数
移
住
さ
せ
た
。
早
く
も
天
丼
三

年
（
エ
ハ
ニ
九
）
か
ら
五
年
置
か
け
て
、
ム
ソ
ガ
ト
ゥ
、
ウ
バ
ハ
イ
ら
が
兵
三
百
を
率
い
て
日
本
海
岸
を
北
上
し
、
エ
へ
・
ク
レ
ソ
、
エ
レ
、
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ー
セ
付
近
ま
で
達
し
て
、
住
民
一
二
千
人
余
り
を
連
れ
帰
っ
た
。
同
じ
く
五
年
に
は
、
ダ
ジ
ュ
フ
が
チ
ェ
ル
ゲ
イ
ら
千
五
百
人
と
と
も
に
フ
ル
ハ

　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

部
を
討
っ
て
い
る
。
翌
六
年
末
に
も
ウ
バ
ハ
イ
ら
が
ウ
ジ
ャ
ラ
部
を
襲
っ
て
、
男
女
合
計
七
百
名
を
獲
て
帰
っ
た
。
こ
の
と
き
に
討
伐
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ウ
ジ
ャ
ラ
部
は
鳥
肉
里
江
下
流
域
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
七
年
十
一
月
か
ら
八
年
五
月
に
か
け
て
は
ギ
ス
ハ
と
ウ
バ
ハ
イ
が
、
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

朝
と
の
国
境
付
近
や
島
興
部
に
拠
る
フ
ル
戸
部
を
攻
略
し
て
二
千
名
余
り
を
獲
た
。
同
年
十
二
月
に
も
ま
た
、
ウ
バ
ハ
イ
と
ギ
ル
グ
ル
ダ
イ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
鳥
蘇
里
江
中
流
右
岸
の
支
流
ア
タ
リ
、
ニ
マ
ン
両
川
流
域
に
遠
征
し
て
、
フ
ン
デ
リ
以
下
男
女
千
名
余
り
を
連
れ
帰
っ
て
い
る
。
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天
聡
九
年
十
月
か
ら
翌
崇
徳
元
年
（
一
六
三
六
）
五
月
に
か
け
て
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
鳥
膚
里
江
流
域
と
沿
海
州
の
四
地
域
に
同
時
に
兵
を
さ
し

む
け
た
。
ウ
バ
ハ
イ
ら
二
百
九
十
七
名
に
は
エ
へ
・
ク
レ
ン
、
エ
レ
、
ヨ
ー
セ
川
流
域
を
、
ド
ジ
リ
ら
三
百
五
名
に
は
ヤ
ラ
ン
、
シ
リ
ン
、
フ

イ
ェ
な
ど
沿
海
州
南
部
を
、
ジ
ャ
フ
ニ
ら
二
百
九
十
八
名
に
は
ア
タ
リ
、
ニ
マ
ン
川
方
面
を
、
そ
し
て
ウ
シ
タ
ら
三
百
三
十
七
名
に
は
烏
蘇
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

江
下
流
の
支
流
ノ
ー
ロ
、
ア
ワ
ン
両
川
流
域
を
征
討
さ
せ
た
。
こ
の
た
び
の
遠
征
に
よ
っ
て
、
ウ
パ
ハ
イ
ら
は
全
部
で
四
千
九
百
名
近
く
の
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

民
を
中
心
部
に
徒
し
た
と
い
う
。
翌
琴
曲
二
年
七
月
か
ら
三
年
四
月
に
か
け
て
、
再
び
前
年
と
ほ
ぼ
同
じ
地
域
に
カ
ガ
イ
ら
の
遠
征
軍
を
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
、
千
四
百
四
十
九
人
を
獲
て
帰
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
崇
徳
四
年
八
月
に
は
、
薩
爾
糾
ら
が
熊
島
（
沿
海
州
南
部
ア
ス
コ
リ
ド
島
）
に
拠
る
ク
ル
カ
部
を
討
伐
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
ク
ル
カ
部
の
加
透
門

（
慶
河
昌
）
ら
が
、
清
朝
の
支
配
を
脱
し
て
熊
島
に
逃
げ
こ
む
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
加
恰
禅
ら
は
す
で
に
李
朝
の
兵
が
捕
え
て
、
盛
京
（
藩
陽
）

ま
で
護
送
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
薩
爾
糾
ら
は
加
豊
富
の
残
党
を
平
定
し
、
彼
ら
を
李
朝
と
の
国
境
近
く
の
ヤ
ソ
チ
ュ
（
罵
朱
、
也
春
）
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
徒
し
て
、
毎
年
海
豹
皮
を
質
辞
す
る
義
務
を
課
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
加
喰
禅
と
そ
の
同
族
と
見
ら
れ
る
君
達
庫
ら
は
、
こ
の
の
ち
頻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

繁
に
清
朝
に
毛
皮
を
進
貢
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
一
部
は
さ
ら
に
琿
春
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
翌
五
年
に
は
ド
ジ
リ
ら
が
再
び
ウ
ジ
ャ
ラ
部
を
攻
略
し
て
、
百
人
余
り
を
獲
て
帰
っ
た
。

　
一
方
、
北
で
は
、
清
朝
は
牡
丹
江
か
ら
松
花
江
下
流
、
さ
ら
に
は
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
へ
と
勢
力
を
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
河
川
の
流

域
も
同
じ
フ
ル
ハ
部
が
占
め
て
い
た
が
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
彼
ら
に
対
し
て
も
徒
民
政
策
を
推
し
進
め
て
い
る
。
天
聡
八
年
（
一
六
三
四
）
十
二
月

に
バ
キ
ラ
ン
と
サ
ム
シ
カ
ら
が
兵
二
千
五
百
人
を
率
い
て
黒
龍
江
フ
ル
ハ
部
を
平
定
し
に
行
き
、
翌
年
に
は
七
千
三
百
名
余
り
の
住
民
を
伴
っ

　
　
　
⑲

て
帰
っ
た
。
そ
の
後
崇
徳
七
年
（
一
六
四
二
）
に
は
シ
ャ
ル
フ
ダ
と
ジ
ュ
マ
ラ
に
松
花
江
フ
ル
ハ
部
を
討
伐
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
カ
ル
カ
メ
、
ジ

ェ
ク
ト
ゥ
ク
、
タ
ト
ゥ
ク
、
フ
テ
ィ
ヒ
、
オ
ル
ホ
ン
、
ワ
チ
キ
、
ク
ブ
チ
ャ
ラ
、
エ
テ
ィ
キ
、
サ
リ
、
ニ
イ
ェ
ル
ベ
の
十
村
を
降
伏
さ
せ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

千
四
百
五
十
八
名
の
フ
ル
ハ
を
中
心
部
に
徒
し
た
。
未
確
認
の
タ
ト
ゥ
ク
と
ワ
チ
キ
を
除
く
残
り
八
村
落
は
、
み
な
松
花
江
下
流
の
両
岸
に
連

　
　
　
　
⑳

な
っ
て
い
る
。
翌
八
年
に
は
ハ
ニ
ン
ガ
と
ア
ル
ジ
ン
ら
が
兵
一
千
と
と
も
に
黒
龍
江
フ
ル
ハ
部
を
討
っ
て
、
二
千
五
百
名
の
住
民
を
連
れ
帰
っ
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清朝辺民制度の成立（松浦）

⑫
た
。　

こ
の
よ
う
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
か
ら
鳥
蘇
里
江
下
流
域
ま
で
も
支
配
下
に
収
め
、
フ
ル
ハ
部
や
ク
ル
カ
部
な
ど
の
住
民
の

多
く
を
盛
京
周
辺
の
中
心
地
域
に
得
し
た
。
そ
し
て
や
は
り
父
と
同
じ
く
、
号
し
た
人
び
と
を
満
洲
八
旗
に
編
入
し
て
、
八
旗
制
度
の
拡
充
整

備
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
新
し
く
獲
得
し
た
戸
口
は
、
八
旗
で
均
分
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
天
聡
八
年
九
月
以
降
は
そ
の

原
資
を
廃
止
し
て
、
一
旗
三
十
佐
領
を
規
準
に
零
落
の
不
足
し
て
い
る
旗
分
に
戸
口
を
配
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
早
速
、
こ
の
年
十
二
月
に

は
ア
サ
ン
、
ブ
ル
カ
ン
、
マ
ラ
ヒ
、
ド
ゥ
ン
シ
ル
、
ウ
ン
ゲ
ニ
、
イ
ェ
チ
ェ
ソ
な
ど
の
功
臣
に
対
し
て
、
新
し
く
獲
得
し
た
フ
ル
ハ
各
百
薫
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

つ
を
与
え
て
佐
領
を
つ
く
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
八
二
デ
や
ス
ナ
の
佐
領
に
も
、
フ
ル
ハ
の
人
び
と
を
編
入
さ
せ
て
完
全
な
佐
領
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
天
聡
九
年
に
は
、
バ
キ
ラ
ン
ら
が
濃
し
た
黒
龍
江
フ
ル
三
部
の
壮
丁
二
千
四
百
八
十
三
名
を
新
し
く
組
織
し
た
佐
領
に
ふ
り
分
け
た
と

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
。
崇
徳
五
年
に
は
ク
ル
カ
部
と
ウ
ジ
ャ
ラ
部
の
八
十
五
名
を
移
住
さ
せ
て
、
丁
丁
の
不
足
す
る
旗
分
に
補
充
し
た
。
ま
た
崇
徳
八
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
は
シ
ャ
ル
フ
ダ
ら
が
獲
得
し
た
松
花
江
フ
ル
ハ
部
千
六
百
十
九
名
を
、
同
じ
く
七
月
に
は
ア
ル
ジ
ソ
ら
が
徒
し
て
き
た
黒
龍
江
フ
ル
ハ
部
の

壮
丁
を
、
や
は
り
丁
額
の
不
足
し
た
旗
に
補
充
し
て
い
る
。

　
太
宗
時
代
に
東
北
辺
境
か
ら
徒
さ
れ
た
戸
口
の
多
く
は
、
既
成
の
佐
領
に
編
入
さ
れ
た
と
晃
ら
れ
る
が
、
一
方
式
帰
順
し
た
フ
ル
ハ
が
佐
領

と
し
て
フ
ル
ハ
の
人
び
と
を
管
轄
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
穆
綾
河
（
鳥
蘇
里
江
左
岸
支
流
）
に
居
住
し
て
い
た
ホ
ト
ノ
は
天
聡
年
間

に
降
伏
し
て
き
た
が
、
ア
タ
リ
、
ニ
マ
ン
地
方
を
平
定
し
た
と
き
の
功
績
で
、
そ
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
佐
領
を
管
轄
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
朝
の
勢
力
下
に
入
っ
た
フ
ル
ハ
部
や
ク
ル
カ
部
な
ど
が
、
す
べ
て
中
心
部
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
部
の
住
民
は
八
旗
制
度
の
外
に
置
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
辺
民
と
し
て
原
住
地
に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
清
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
兵
役
に
つ
か
せ
る
代
わ
り
に
、
須
皮
な
ど
の
毛
皮
類
を
定
期
的
に
進
貢
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
例
の
中
で
最
も
早
い
の
は
、
太
祖
時
代
の
一
五

九
九
年
正
月
に
百
人
を
率
い
て
狐
と
須
の
毛
皮
を
献
上
し
た
フ
ル
ハ
部
の
ワ
ン
ゲ
と
ジ
ャ
ン
ゲ
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
の
ち
天
命
元
年
（
一
六

一
六
）
ご
ろ
ま
で
・
毎
年
欠
か
さ
ず
に
進
貢
し
て
い
た
と
い
抽
次
の
太
宗
時
代
に
な
る
と
こ
」
の
よ
う
な
人
び
と
の
例
は
・
太
祖
時
代
と
は
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表1　『清実録』に見える辺民進貢の記事（天命11年から順治10年まで）

年　昂　日 置 名 工　納　贔 姓　（氏姓）

天命11．12，壬　戌

天聡元．12．庚　申

　　2．正．戊　子

　　2．5．乙　酉

　　2．ユ2．丁亥朔

　　3．7．乙　未

　　4．5．戊　申

　　4．6．　w　寅

　　5．Z甲　戌

　　5．7．甲　申

　　6．10．庚　寅

　　7．6岬　申

　　7．10．乙　酉

　　8．正．二丁

　　8．11．壬　　EP

　　8．12．戊　子

　　　岡　　上

　　9．正．丙　寅

崇徳2。2．丁　亥

2．12，乙未習

2．　12，己　朱

2．12．甲　子

3．6．辛丑

3．11．甲申

　嗣　　上

4，正．中中

4．2．甲　午

5．正．辛　巳

5．2．丁　巳

5．12．己　　ラ｛ミ

黒竜江人

長白山進東出海虎爾唯部烹人

東方格伊克里姓四頭目，外四十人

長白山獣類濱海虎爾恰部頭目里仏塔
等

東方巴牙旧姓頭目図爾恰等四人，外
七人

庫孤婦部九人

虎爾恰部二十一人

虎恰爾部十一人

黒竜江地方虎爾恰四四頭目托思科・，
二郎礼，恰克莫，描球

開雷地方虎爾恰部四課目

巴牙嘲姓虎爾嚇，馬爾疇，図爾晦，
外十二人

東海使犬部僧格額鮒，妻，外五十二
人

兀乱嘆引地方虎爾恰部緯奇，外颯人

黒竜江地方莞押脚，鷹爾干，外六姓
六十七人

使犬部蓋清屯僧格，外五十人

黒竜江地方南地山，杜莫訥，外七十
工人

松附里地方擢牙鋼姓僧格額騎，外五
十一一人

使犬部索環科

虎爾「1合部託科羅，克頭目勒，褥野勒

三関頭目，外六十人

黒竜江地方莞図礼等百二十二人

細葉姓十人

托科羅，黙爾車勒，巴雅剛三姓二十
二人

兀乳粥姓井璃等

虎爾恰部克宜克勒姓達爾親等十三人，
虎甲唄礼姓納木達礼等十人

頼達庫等四人

虎爾P含部頭目

東方数里堪，僧格，札克蘇等

東方克宜克勒姓布珠，精達礼妻，外
五十七人

托科落氏同地悠，嚇留

出爾恰部頭目

名犬，黒狐，玄狐，
紅藍皮，白猫狸猟
黒網，水獺，青鼠
皮

黒招皮

媚，狐皮

海豹皮

評論

帯皮

躬，狐，猫狸獅皮

網，狐，捨狸猟，
水獺皮

「EB，狐皮

方物

鋸，狐皮

仙界六百六十八張

媚皮

脳中

媚皮

黒狐，黄狐，額鼠，
水獺皮，狐嚢，秀召

紹，狐皮

紹皮

媚毒
言二皮

畑鼠，捨狸猟，水
櫛皮

玄狐黄狐，須鼠，
青鼠皮

海豹皮

媚，玄狐皮

媚網

羅召皮

媚皮

紹皮

工（eikere

Bayara

Meljere

Bayara

Bayara

ll’leljere，　Bayara

B　ac　yara

Tohoro

Bayara

Tohoro，　Keikere，

　　　1）
Luyere

Meljere

Hei

Tohoro，　Meljere，
Bayara

Ujala

Keikere，　1’lt－isihari

Bayara

正（eikere

Tohoro
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Bayara，　Tohoro，
　　　　　2）

Luyere，　1’lei，

Meljere，科爾仏
科爾，Keikere，
王迂蔵sihari

1｛eljere

1くeikere

Ktiyala

HUsihari

清朝日曜澗度の成立（松浦）

懸託糊，繍磯欝劃一八1三

尺皮

海豹皮

獲披

海獺皮

黎皮

弩召皮

媚，壁画

家波

海豹皮

海豹皮

方二二園，脱科洛，曝露痢．黒
，馬丁遮頼，科二仏科爾，克宜克
，男臼略里八姓頭目使者董三等

東
人
東
葉
勒

庫爾喀部加喰禅等

庫爾喀部察庫納等七十七人

庫爾建部頼塔臨等五十五人

虎爾吟野漆図里等

虎爾恰部至徳里額鮒等十三人

庫爾淫事頼達庫等，炎楮地方摩牙劇
氏二十六戸

虎什産調等八姓

庫爾喀血頼達庫

延処郷蘇爾考等

6。2．甲寅

6．12岬寅

上
子
寅
暢
寅
子

　
戊
庚
丙
戊
戊

同
歯
a
正
之
斌

　
Z
乳
＆
＆
8
，

順治元．正壬子

　3．12．丁亥

　6，8．丙午
　　　　　　　　　　　　ル　イエ　レ註1），2）褥野勒，努牙嘲が禄葉勒姓にあたることは，第一章註⑯を参照。

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
ふ
え
る
。
試
み
に
『
清
実
録
』
（
一
一
重
三
本
）
か
ら
、
一
皮

や
海
豹
皮
な
ど
を
献
上
し
に
来
た
フ
ル
ハ
と
ク
ル
カ
を
抜
き
出
し
て
、
そ
の
人
名
と

姓
（
氏
族
）
を
表
に
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
表
1
で
あ
る
。

　
表
1
に
お
い
て
は
、
同
一
人
物
が
繰
返
し
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
黒
龍
江
フ

　
　
　
キ
ヤ
ソ
ト
　
リ

ル
守
部
の
莞
図
礼
（
莞
図
里
）
は
天
聡
五
年
に
初
め
て
紹
皮
な
ど
を
進
貢
し
て
以
来
、

同
八
年
、
崇
徳
二
年
、
同
八
年
と
四
度
進
貢
し
て
い
る
。
莞
図
礼
は
メ
ル
ジ
エ
レ
姓

の
頭
脂
で
、
松
花
江
口
付
近
を
根
拠
地
と
し
て
い
た
。
ス
テ
パ
ノ
ブ
が
言
う
マ
ル
ザ

族
（
≧
雪
ω
塁
。
隅
自
許
三
・
。
馬
匹
ω
塁
Ω
臼
｛
二
、
麸
∩
）
と
は
、
こ
の
メ
ル
ジ
ェ
レ
を
写
し
た
も
の

に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
黒
龍
江
地
方
の
南
地
点
（
南
地
悠
）
も
、
天
聡
八
年
と
崇
徳
五

年
の
二
回
進
貢
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
地
依
は
松
花
江
下
流
か
ら
ア
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ギ
ン

ー
ル
川
中
流
に
か
け
て
存
在
し
た
ト
ホ
戸
姓
十
二
屯
の
頭
目
で
あ
っ
た
。
三
無
屯

（
現
街
津
口
）
の
画
格
額
騨
も
天
聡
七
年
と
八
年
、
崇
徳
四
年
の
三
度
毛
皮
を
進
貢
し

た
。
精
通
礼
（
精
徳
里
）
も
、
威
徳
五
年
に
は
そ
の
妻
が
、
同
八
年
に
は
本
人
が
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ウ
ル
ガ
　
　
　
　
　
　

マ
ル
が

心
皮
を
進
貢
し
て
い
る
。
ま
た
図
爾
恰
（
図
爾
嬉
）
と
馬
齢
蟷
（
麻
爾
干
）
も
二
度
進
貢

し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
ク
ル
カ
部
の
頼
達
庫
（
頼
塔
庫
）
と
加
三
型
も
、
崇
徳

三
年
以
来
計
五
度
目
わ
た
っ
て
進
貢
し
て
い
る
。

　
太
宗
は
進
貢
し
た
も
の
を
大
政
殿
で
引
見
し
、
帽
子
や
靴
、
ベ
ル
ト
、
布
地
、
馬

な
ど
多
数
の
物
品
を
賞
し
た
が
、
そ
の
中
に
蜷
衣
（
清
朝
の
官
僚
が
着
用
し
た
礼
服
）
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
の
衣
服
が
入
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
清
朝
は
須
皮
を
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清朝辺厩制度の成立（松浦）

　　　表2　『清代中俄関係櫨案史料選編』（第一編）に見えるフルハ部の辺民（順治十年）

姓 陣属（姓長，郷長）「 屯　（村　落）1） 傭 考2）

把　　牙　　鋼

　（Bayara）

墨　児　即　里
　（1’leljere）

土山呼傘→郎九

伏刻洪→庫力恰

8屯100

聾児伏林10

強菟力

傅踊塔

西湘P合

西児喰傘

明按冤

1修艦

屡按木

　額取替59

　托克素24

　宜且16

　繋金6｛
　乎力布9

　呉堪朱21

陶科楽，托可羅

　（Tohoro）

南凋→達学

易色庫

鍾吉

色布斉尼一・尼喜郎

尼克鞍→恰達

特斗→費徳

沙義劉魏。

稜楓理・く雑草

布目土力→真特黒

璽
ア

（1’lei）

葉

ExTblpCKIIiU

科児紳（K。rci）

谷布部亭（Gufat加）10

谷布恰亭→固布斉郎
　　　　　　（Kt－ibcala）　10

叢誌功20

木二二（Meltei）25

西児β合30

蔓庫10

西山湖20

必癒（Bija11）工0

苛児賜（Galti）20

額特新（Uduki）

額児郷

土墨菟

達油断甘

E

朧：需、、＿鴫

ro6x｛aitci｛i｛il

窪胴囲可児

胡　贋　恰　力

　（Hrtsihari）

亦馬禿
藁力府　（Lefu）

1庫数箇

格　　客　　勒

　（Keikere）

呉　　甲　　鋼

　．mα㏄G吝轍
灘

者
大
各
条

　
　
の

　
　
m

　
　
O

　
　
H

善
（

其
輸

）nUkH（林六斉

孫格児客

客孟（1〈amu）

参木杜洪

拮金

阿木機（Ambci）

のm燃HaK（

乎風鳥

力気他

恰児恰

AaTaHcKui1

1〈epyneilcK“i，i

1くyMblHCI｛Hn
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、

1〈aii

者克菟胡（Jektuku）

蓋敬（（Gaigin）

（Ujala）

E！2UEILifi－Sj

註1）　括弧内は，r満漢合壁清内府一統輿地秘図S，『盛京吉林黒竜江等処標注胴長輿図』に見え

　　　る地名表記。川名のあとの数宇は戸数。
　2）0：CTenaHoBのヤサク帳にあらわれる地名。　B．　O．　AonrPi：　，　Po∂060‘影lt　lz〃」‘θκκoπeoc〃laa

　　　HapoOoe　Ctt6tep“　e　XYU　e．，　iMocicBa，　1960，　Ta6m｛lla　200．

進
貢
し
た
辺
民
に
対
し
て
、
階
層
に
応
じ
て
一
定
の
朝
衣
を
与
え
た
が
、
そ
う
し
た
慣
行
は
す
で
に
太
宗
時
代
か
ら

確
立
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
推
測
で
き
る
。

　
な
お
表
1
に
よ
っ
て
、
辺
境
か
ら
定
期
的
に
進
貢
し
て
来
る
も
の
の
中
に
、
メ
ル
ジ
エ
レ
と
ト
ホ
ロ
と
並
ん
で
バ

ヤ
ラ
、
ヘ
イ
、
フ
シ
ハ
リ
、
ケ
イ
ケ
レ
、
ル
イ
ェ
レ
、
ウ
ジ
ャ
ラ
、
科
挙
仏
科
斗
、
そ
し
て
ク
ヤ
ラ
の
十
姓
（
氏
族
）

が
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
『
八
白
満
洲
氏
族
通
譜
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
姓
（
氏
族
）
は
い
ず
れ
も
、
松
花
江
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ア
ム
ー
ル
川
、
鳥
蘇
里
江
の
各
流
域
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
ム
ー
ル
中
流
域
に
厨
住
し
た
フ
ル
四
部
が
、
清
朝
に
対
し
て
定
期
的
に
進
貢
し
て
い
た
事
実
を
さ

ら
に
詳
細
に
述
べ
る
の
は
、
礼
部
尚
書
楠
丘
と
隔
世
安
ら
が
順
治
十
年
に
提
出
し
た
一
連
の
二
本
で
あ
る
。
『
清
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

中
俄
関
係
棺
案
史
料
選
編
』
（
第
一
編
）
に
収
録
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
題
本
の
う
ち
か
ら
番
号
二
、
四
（
と
も
に
三
月
六
日

付
）
、
六
（
三
月
十
二
日
付
）
、
十
五
（
十
二
月
二
十
二
日
付
）
の
題
本
に
よ
っ
て
、
清
に
進
貢
し
て
い
た
フ
ル
ハ
部
の
姓

（
氏
族
）
と
頭
目
、
村
落
お
よ
び
そ
の
戸
数
を
書
き
出
す
と
、
表
2
と
な
る
。

　
表
2
に
あ
げ
た
メ
ル
ジ
ェ
レ
姓
の
強
手
力
は
、
表
1
の
笹
野
礼
に
あ
た
り
、
同
じ
く
表
2
の
ト
ホ
ロ
姓
の
南
口
は
、

表
1
で
は
南
地
依
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
二
世
以
外
の
バ
ヤ
ラ
、
ヘ
イ
、
フ
シ
ハ
リ
、
ケ
イ
ケ
レ
、
ウ
ジ
ャ
ラ
、
震

児
型
可
児
も
み
な
表
1
と
重
複
す
る
が
、
た
だ
鳥
児
孔
格
里
姓
の
み
は
表
2
で
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
九
姓

（
氏
族
）
が
居
住
す
る
村
落
の
う
ち
特
定
で
き
た
十
七
屯
は
、
い
ず
れ
も
松
花
江
下
流
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
中
流
、
烏
蘇

里
江
口
辺
に
か
け
て
点
在
し
て
い
る
。
残
っ
た
村
落
も
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
郎
丘
ら
の
題
本
に
よ
る
と
、
こ
の
フ
ル
山
僧
の
九
姓
（
氏
族
）
に
お
い
て
は
、
各
村
落
を
支
配
す
る
「
頭
目
」
の
外

に
、
集
団
全
体
を
支
配
す
る
「
総
屯
頭
目
」
が
い
た
。
た
と
え
ば
パ
ヤ
ラ
姓
の
場
合
、
郎
九
が
総
屯
頭
目
で
あ
っ
て
、

全
部
で
八
屯
、
百
戸
を
統
轄
し
て
い
た
し
、
ま
た
メ
ル
ジ
ニ
レ
姓
と
ト
ホ
胃
姓
で
は
、
強
冤
力
と
南
凋
（
の
ち
達
学
）
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清朝辺民制度の成立（松浦）

が
総
屯
耳
糞
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
七
屯
と
十
二
屯
を
支
配
し
て
い
た
。
さ
ら
に
注
属
す
べ
き
事
実
は
、
総
屯
頭
目
に
し
て
も
あ
る
い
は
頭
目
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
響

て
も
、
み
な
清
が
住
民
の
中
か
ら
選
ん
で
任
命
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
決
し
て
旧
来
の
社
会
制
度
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
総
屯
頭
目
と
頭
目
は
、
の
ち
に
は
六
書
（
二
巴
ρ
凶
3
）
と
郷
長
（
○
器
鴛
〔
己
号
V
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
九
姓
の
住
民
は
毎
年
各
戸
一
枚
ず
つ
須
皮
を
進
貢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
や
む
を
え
な
い
理
由
で
欠
貢
し
た
と
き
に
は
、
次
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

度
以
降
に
補
進
ず
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
。
鋸
皮
を
進
貢
し
た
も
の
に
対
し
て
、
清
朝
は
そ
の
見
返
り
に
衣
服
、
帽
子
、
ベ
ル
ト
、
靴
、
布
地
、

針
、
櫛
、
扇
子
な
ど
の
品
々
を
与
え
て
い
る
。
特
に
総
屯
頭
目
と
頭
目
に
は
、
そ
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
塵
事
披
領
と
評

言
を
支
給
し
た
。
燐
鍛
披
領
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
清
実
録
』
に
言
う
風
早
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
頭
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

以
下
の
も
の
に
対
し
て
は
、
毛
青
布
野
を
与
え
て
い
る
。
当
時
、
住
民
た
ち
が
紹
皮
を
進
貢
し
て
い
た
の
は
、
盛
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
直
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
ら
寧
古
塔
ま
で
進
貢
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
変
更
に
な
っ
た
。

　
入
関
前
後
の
時
期
に
、
清
朝
が
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
に
残
留
し
た
フ
ル
四
部
と
ク
ル
カ
部
の
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
こ
の
よ
う
な
統
治
は
、

後
述
す
る
選
民
制
度
の
原
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
清
の
勢
力
伸
長
と
と
も
に
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
と
サ
ハ
リ
ン
北
部
に
住
む
少
数
民
族
に

も
拡
大
さ
れ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
徒
民
政
策
の
対
象
と
な
ら
ず
に
辺
境
に
留
ま
っ
て
、
清
朝
に
対
し
て
貢
瑠
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
フ
ル
ハ

部
を
始
め
と
す
る
こ
う
し
た
少
数
民
族
を
、
清
の
史
料
に
従
っ
て
辺
砦
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

①
な
お
ヌ
ル
ハ
チ
は
、
天
命
元
年
に
は
サ
ハ
リ
ヤ
ン
部
を
討
伐
し
て
い
る
。
サ
ハ

　
リ
ヤ
ソ
部
の
正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
定
説
を
見
な
い
が
、
ア
ム
ー
ル

　
川
中
流
域
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

②
　
拙
稿
「
天
命
年
間
の
世
職
制
度
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
二
巻
第

　
四
号
、
　
一
九
八
四
）
馳
弟
一
曲
・
、
「
ヌ
ル
ハ
チ
（
清
・
太
祖
）
の
徒
民
政
一
州
」
（
『
東

　
洋
学
報
』
第
六
十
七
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
八
六
）
参
照
。

③
太
宗
晴
代
の
史
料
は
、
一
般
に
烏
蘇
里
江
流
域
の
住
昆
を
ワ
ル
カ
（
嫁
星
喀
）

　
部
と
言
う
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
同
一
の
対
象
を
フ
ル
ハ
（
虎
爾
恰
）
と
呼

　
ぷ
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
地
域
を
実
際
に
占
め
て
い
た
の
は
フ
ル
ハ
部
で
あ

　
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
烏
蘇
里
江
流
域
の
住
民
は
フ
ル
ハ
で
統
一
す
る
こ
と
に

　
す
る
。
な
お
阿
南
惟
敬
「
清
の
太
宗
の
ウ
ス
リ
ー
江
征
討
に
つ
い
て
」
（
『
清
初
軍

　
事
史
論
考
』
所
収
、
甲
陽
書
房
、
一
九
八
○
）
一
〇
〇
1
一
〇
七
頁
参
照
。

④
　
　
『
清
実
録
』
（
乾
隆
重
修
本
）
天
聡
三
年
七
月
甲
午
、
お
よ
び
洞
五
年
二
月
甲
戌

　
の
条
。
『
満
湖
名
浦
伝
駈
巻
二
尊
巴
海
伝
。
額
勒
（
巨
。
）
、
約
索
（
く
8
器
）
は
、
と

　
も
に
日
本
海
に
注
ぐ
沿
海
州
中
部
の
河
川
名
で
あ
る
。
厄
黒
庫
倫
（
瞬
δ
図
母
魯
）

　
も
沿
海
州
の
一
地
域
名
で
あ
ろ
う
。
（
『
満
漢
合
壁
清
内
府
二
統
輿
地
秘
図
』
第
二
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排
一
号
）

⑤
『
八
旗
通
恋
初
着
』
巻
一
六
五
重
囲
護
伝
。

⑥
『
清
実
録
』
天
聡
六
年
十
二
月
乙
亥
の
条
。

⑦
阿
南
惟
敬
「
清
初
の
東
海
虎
爾
恰
部
に
つ
い
て
」
（
前
掲
書
所
収
）
六
八
－
七
〇

　
頁
参
照
。

⑧
『
清
実
録
』
天
聡
七
年
十
一
月
戊
申
、
お
よ
び
同
八
年
五
月
甲
辰
の
条
。

⑨
　
『
清
実
録
』
天
聡
八
年
十
二
月
癸
卯
、
同
九
年
四
月
甲
辰
、
そ
し
て
同
九
年
六

　
月
丁
霊
の
条
。

⑩
『
清
実
録
』
天
聡
九
年
十
月
癸
未
の
条
。

⑪
　
　
『
清
実
録
』
天
聡
十
年
三
月
庚
申
、
同
年
四
月
庚
辰
、
崇
徳
元
年
四
月
己
丑
、

　
嗣
年
西
月
辛
丑
、
そ
し
て
同
年
五
月
丙
午
の
条
。

⑫
『
清
実
録
』
崇
徳
二
年
七
月
己
巳
、
お
よ
び
同
三
年
四
月
戊
午
の
条
。

⑬
楊
陽
、
裳
閲
理
、
搏
朗
雲
『
明
代
奴
児
干
都
輪
講
護
衛
所
研
究
』
（
中
州
書
画

　
社
、
一
九
八
二
）
一
九
九
i
二
〇
一
頁
参
照
。

⑭
　
『
清
実
録
』
崇
穂
四
年
入
月
甲
午
の
条
。
加
当
面
の
乱
に
つ
い
て
は
、
寺
内
威

　
太
郎
「
慶
源
開
市
と
琿
春
」
（
『
東
方
学
隔
第
七
十
輯
、
一
九
八
五
）
七
九
一
八
三

　
頁
に
詳
し
い
。

⑮
『
清
実
録
』
無
徳
五
年
七
月
癸
未
の
条
。

⑩
　
寺
内
氏
は
、
頼
達
庫
（
顧
図
庫
）
を
集
団
名
と
見
て
お
ら
れ
る
が
、
人
名
で
あ

　
る
。
『
清
実
録
』
善
徳
五
年
閏
正
月
甲
申
、
お
よ
び
岡
年
五
月
甲
辰
の
条
。

⑰
寺
内
氏
前
掲
論
文
八
四
、
八
五
頁
参
照
。

⑯
　
　
『
清
実
録
』
崇
徳
五
年
二
月
丙
辰
、
同
年
五
月
甲
辰
、
そ
し
て
同
年
六
月
癸
酉

　
の
条
。

⑲
『
清
実
録
』
天
聡
八
年
十
二
月
壬
辰
、
お
よ
び
同
九
年
四
月
癸
巳
の
条
。

⑳
　
　
『
清
実
録
』
三
徳
七
年
九
月
壬
午
、
お
よ
び
慰
撫
閏
十
一
月
己
酉
の
条
。
『
八

　
旗
通
士
ゆ
初
集
』
巻
　
穴
○
仙
木
回
劇
伝
。

⑳
　
『
満
漢
合
壁
清
内
府
一
統
輿
地
秘
図
』
、
『
豊
隆
内
府
輿
図
』
そ
れ
に
『
盛
京
吉

　
林
黒
竜
江
等
処
標
注
戦
蹟
輿
図
』
を
参
照
し
た
。

⑫
　
　
『
清
実
録
』
崇
徳
八
年
三
月
庚
戌
、
同
年
五
月
了
巳
の
条
、
そ
し
て
『
団
旗
通

　
士
心
初
集
』
轟
壱
一
山
ハ
五
阿
繭
…
津
伝
。

⑳
　
　
『
溶
実
録
』
天
聡
八
年
九
月
甲
戌
の
条
。

⑭
　
『
清
実
録
』
天
聡
八
年
十
二
月
丙
申
の
条
、
ま
た
『
満
洲
名
臣
伝
』
巻
四
阿
山

　
伝
、
腰
巻
一
三
布
爾
堪
伝
、
同
点
一
二
黒
和
口
伝
、
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
巻

　
二
八
葉
臣
伝
。

⑮
　
　
『
満
洲
名
臣
伝
』
巻
一
六
瓦
岱
伝
、
お
よ
び
『
八
旗
通
志
初
集
』
巻
五
旗
分
志
。

⑳
　
　
『
清
実
録
』
天
聡
九
年
六
月
壬
午
の
条
。

⑳
　
　
『
清
実
録
』
崇
徳
五
年
七
月
癸
未
の
条
。

⑱
　
　
『
清
実
録
』
崇
徳
八
年
正
月
辛
亥
の
条
。

㊥
　

『
清
実
一
録
』
趨
が
徳
八
年
七
月
戊
戌
の
条
。

⑳
　
　
『
八
仙
満
洲
氏
族
墨
譜
』
巻
五
一
和
托
難
題
。

⑳
　
拙
稿
「
ヌ
ル
ハ
チ
（
清
・
太
祖
）
の
道
開
政
策
」
二
六
頁
参
照
。
ま
た
『
清
実

　
録
』
崇
徳
五
年
五
月
甲
辰
の
条
に
は
、

　
　
戸
部
啓
二
郎
布
丹
等
、
至
自
盛
京
、
奏
征
露
爾
恰
墨
壷
。
計
獲
男
子
三
百
三
十

　
　
六
人
、
帰
降
男
子
一
百
四
十
九
人
、
共
四
百
八
十
五
人
。
内
有
捕
海
豹
人
二
讐

　
　
四
十
三
入
、
捕
翻
鼠
人
一
百
九
十
八
人
、
令
価
居
住
地
、
携
来
者
四
十
四
人
。

　
と
あ
る
。
な
お
駐
⑮
の
史
料
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫
拙
一
望
「
ヌ
ル
ハ
チ
（
清
・
太
祖
）
の
徒
民
政
策
」
二
七
百
ハ
禽
珍
紹
…
。

⑱
　
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
巻
五
二
強
図
理
伝
。
『
回
田
東
巡
日
録
』
巻
下
に
よ
る

　
と
、
彼
の
村
落
（
「
禿
突
里
皆
具
」
）
は
寧
古
塔
の
東
六
百
里
、
松
花
江
と
ア
ム
ー

　
ル
用
の
合
流
地
点
付
近
に
あ
っ
た
と
い
う
。
呉
兆
無
『
秋
茄
集
』
巻
三
「
送
人
之

　
鑑
突
里
街
」
の
追
突
婁
も
彼
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
増
井
寛
也
茂
は
、
完
目
礼
の

　
村
落
は
国
璽
の
や
や
上
流
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
（
「
新
満
洲
ニ
ル
編
成
前
後
の
東

　
海
フ
ル
が
部
」
（
『
立
命
館
文
学
』
第
四
九
六
～
四
九
八
号
、
｝
九
八
六
）
註
⑭
）
。

⑭
　
μ
ρ
油
。
≒
二
♂
℃
＆
o
き
h
獣
心
ミ
聖
§
ミ
＆
8
q
ミ
§
さ
、
＆
g
9
§
ミ
寒
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k
胃
謡
ミ
ミ
”
寓
o
o
【
8
P
δ
α
ρ
o
弓
9
謬
黛
曽
§
3
－
ミ
ミ
§
警
、
ミ
馬
。
ミ
さ
、
ミ
ミ
い
為
馳

　
掬
ミ
、
聴
ミ
」
目
。
寓
♂
三
〇
2
｛
霧
、
ら
⑤
り
”
o
↓
℃
■
b
Q
お
・
士
q
田
金
一
『
ロ
シ
ア
の
東
方

進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
』
（
策
洋
文
庫
、
一
九
八
四
）
三
八
二
頁
註
㊥
参
照
。

⑳
　

『
清
実
録
』
幽
福
徳
四
年
二
月
甲
午
、
お
よ
び
属
五
年
置
正
月
辛
巳
の
条
。

⑳
　
同
書
巻
三
〇
兀
札
嘲
氏
序
、
巻
三
四
庫
雅
拉
氏
序
、
巻
三
八
巴
雅
拉
氏
序
、
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
ぷ
　
ル

　
五
三
赫
心
得
序
、
巻
五
八
禄
葉
勒
氏
序
、
巻
五
九
一
議
克
勒
氏
序
。
な
お
禄
葉

ハ
ル
イ
ニ
レ
ね
　
　
ヌ
　
め
　
ル

　
勒
姓
と
豊
野
勒
姓
が
同
一
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
、
〉
辱
¢
σ
◆
9
δ
謡
美
℃
9
鳶
奏
．
§
、
へ
、
ミ

　
、
ミ
良
題
ミ
ヒ
、
嵩
、
＆
8
奪
“
§
驚
。
。
o
＞
ヒ
ヒ
ミ
黛
9
き
ミ
ミ
3
昏
匙
亀
、
ミ
貸
k
㍉
寧

　
、
ミ
「
h
§
O
巽
恥
・
セ
δ
突
貫
℃
ド
リ
績
ρ
O
↓
℃
．
一
〇
〇
。
．
ま
た
巻
四
二
瑚
錫
恰
理
氏
序
に
は

　
「
其
氏
族
散
処
於
瑚
錫
恰
理
等
地
方
」
と
あ
る
が
、
こ
の
瑚
錫
嗜
理
も
ア
ム
ー
ル

　
中
流
域
の
一
地
方
で
あ
ろ
う
。

⑰
　
中
魍
第
｝
歴
史
福
案
館
編
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
。

⑱
　
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
あ
っ
た
村
落
名
に
つ
い
て
は
、
註
⑳
の
地
図
を
参
照
し
た
。

　
以
下
、
同
様
で
あ
る
。

⑭
同
書
第
四
号
尊
母
「
温
麺
等
題
補
強
繍
児
凱
貢
躬
各
屯
頭
目
本
」
。

⑳
　
同
書
第
二
号
揺
案
「
郎
二
等
題
受
理
凱
補
肥
紹
豊
本
」
。

＠
　
同
書
第
五
号
楢
案
「
郎
丘
等
題
頒
賞
使
狗
地
方
来
京
進
劉
頭
目
本
」
（
順
治
十

　
年
三
月
十
二
日
）
、
お
よ
び
第
四
号
翻
案
。

＠
　
同
書
第
三
号
撹
案
「
郎
襲
弊
題
鑓
屋
進
貢
媚
皮
人
本
」
（
順
治
十
年
三
月
六

　
目
）
。
そ
し
て
鞠
徳
源
「
清
初
的
網
皮
貢
賦
」
（
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
九
期
）
三

　
九
頁
参
照
。
註
⑰
、
⑱
に
『
清
実
録
』
の
該
惑
箇
所
を
引
い
て
詳
し
い
。
な
お
『
寧

　
古
墨
紀
略
』
に
も
「
毎
歳
五
月
間
、
此
董
舞
人
（
呼
夏
雲
、
黒
斤
、
垂
垂
恰
）
、

　
乗
査
配
船
、
江
行
至
蟻
古
、
衛
関
外
泊
船
、
進
紹
、
（
以
下
略
）
」
と
あ
る
。
『
柳

　
辺
紀
略
』
巻
三
は
、
不
剃
髪
黒
金
（
使
犬
部
）
と
飛
騨
喀
そ
の
他
が
三
年
一
貢
で

　
あ
っ
た
と
す
る
が
、
疑
わ
し
い
。

第
二
章
　
康
煕
、
雍
正
年
間
に
お
け
る
新
満
洲
佐
領
の
編
成

清朝細民制度の成立（松浦）

　
清
朝
治
下
の
東
北
地
区
に
お
い
て
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
以
来
の
徒
書
政
策
に
よ
り
、
満
洲
族
の
大
半
は
盛
京
付
近
に
集
中
し
た
。
し
か
し
、
＝
ハ

四
四
年
の
北
京
遷
都
に
直
な
っ
て
、
八
旗
の
多
く
が
中
国
本
土
に
移
住
し
た
た
め
に
、
そ
れ
以
降
は
旗
章
周
辺
の
人
口
す
ら
も
激
減
す
る
。
そ

う
し
た
中
で
地
方
に
あ
っ
て
は
、
わ
ず
か
に
寧
古
塔
に
八
旗
の
一
部
が
馬
防
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
人
が
ア
ム
ー
ル
流
域

に
進
出
す
る
に
及
ん
で
、
清
朝
は
順
治
十
年
（
一
六
五
三
）
に
寧
古
塔
昂
邦
章
京
と
梅
勒
章
京
を
置
き
、
北
方
の
守
り
に
あ
た
ら
せ
た
（
康
煕
元
年

（一

Z
六
二
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
寧
古
塔
将
軍
と
副
都
統
に
改
称
）
。
そ
し
て
康
興
奮
問
に
p
シ
ア
人
が
再
び
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
進
出
し
て
く
る
と
、
吉

林
鳥
痢
や
三
姓
、
与
島
の
地
に
も
八
百
兵
を
駐
防
さ
せ
て
防
衛
力
を
増
強
す
る
。
だ
が
、
も
と
も
と
人
日
密
度
が
小
さ
い
う
え
に
、
八
旗
の
大

部
分
は
す
で
に
本
土
に
移
住
し
て
し
ま
い
、
東
北
地
区
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
清
は
、
辺
境
に
居
住
す
る
少
数
民
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族
、
と
り
わ
け
そ
れ
ま
で
に
帰
順
し
て
い
た
辺
民
を
八
旗
に
編
入
し
て
、
菓
北
の
各
地
に
駐
防
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
中
国
本
土
か
ら
東
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
流
講
さ
れ
た
流
人
た
ち
を
水
手
そ
の
他
に
あ
て
て
、
八
姫
の
兵
力
を
補
完
さ
せ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
辺
民
た
ち
が
菓
北
各
地
の
駐
防
佐
領

に
編
成
さ
れ
る
過
程
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。
　
　
、

　
康
煕
以
降
寧
古
塔
と
並
ん
で
、
吉
林
鳥
剛
が
軍
事
的
に
重
要
と
な
っ
て
き
た
が
、
康
熈
十
年
に
寧
古
塔
副
都
統
二
人
の
う
ち
の
一
人
と
佐
領
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
ヤ
　
ラ

號
席
旗
各
十
一
人
、
兵
七
百
名
を
寧
古
塔
か
ら
吉
林
烏
劇
に
移
し
、
同
時
に
協
領
、
防
禦
各
八
人
と
幽
雅
剛
佐
領
、
墨
黒
校
各
十
二
人
、
兵
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

百
名
を
新
た
に
設
け
て
い
る
。
寧
古
塔
か
ら
移
っ
た
佐
領
以
下
の
人
び
と
が
寧
古
塔
の
駐
防
八
旗
で
あ
っ
た
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
こ
の
と
き

に
新
設
さ
れ
た
庫
船
魚
串
領
と
は
何
か
。
『
吉
林
通
志
』
巻
六
四
職
官
志
に
は
、
康
熈
九
年
に
吉
林
鳥
劇
に
お
い
て
任
命
さ
れ
た
八
人
の
佐
領

の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
八
人
の
う
ち
鍍
黄
旗
の
満
々
那
ら
三
人
が
ク
ヤ
ラ
姓
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
六
人
が
烏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

蘇
里
江
と
そ
の
上
流
域
付
近
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
庫
雅
聖
な
る
集
団
に
ク
ヤ
ラ
姓
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ま
た
康
煕
九
年
に
鳥
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

里
江
の
住
民
が
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
九
年
と
十
年
の
違
い
は
あ
る
が
、
『
吉
林
通
志
』
が
あ
げ
る
八
難
領
は
、
庫
雅

劇
十
二
佐
領
の
一
部
に
ち
が
い
な
い
。
さ
ら
に
『
吉
林
通
志
』
に
よ
る
と
、
八
人
の
佐
領
は
い
ず
れ
も
も
と
「
嘔
山
導
扁
と
「
屯
長
」
で
あ
っ

　
　
　
⑥

た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
我
女
の
言
う
郷
長
で
あ
る
。
従
っ
て
庫
雅
圓
十
二
佐
領
に
編
成
さ
れ
た
ク
ヤ
ラ
姓
そ
の
他
の
人
び
と
は
、
み
な
辺
民
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
康
照
十
三
年
に
も
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
フ
ル
幽
艶
住
民
を
佐
領
に
編
成
し
、
寧
古
塔
に
掛
倒
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
新
満
洲

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

四
十
佐
領
で
あ
る
。
寧
古
塔
将
軍
バ
ハ
イ
は
、
こ
の
年
五
月
に
フ
ル
ハ
部
の
と
こ
ろ
に
出
む
き
、
彼
ら
を
説
得
し
て
佐
領
を
組
織
さ
せ
た
。
そ

し
て
十
一
月
に
は
そ
の
佐
領
四
十
人
ら
を
率
い
て
北
京
で
康
揚
足
に
謁
見
し
て
い
る
。
『
康
熈
起
居
注
』
康
熈
十
三
年
十
一
月
号
丑
（
三
十
日
）

の
条
に
よ
れ
ば
、

　
是
よ
り
先
、
、
鎮
守
寧
古
塔
等
処
将
軍
巴
海
等
、
松
阿
里
呉
痢
（
松
花
江
）
、
諾
羅
河
（
擁
力
河
）
、
賊
将
里
呉
粥
（
鳥
蘇
里
江
）
、
木
曜
（
穆
綾
河
）
等
処
居

　
　
　
メ
　
ル
ジ
ニ
　
レ

　
住
の
墨
爾
折
勒
氏
部
落
、
騎
射
閑
熟
し
、
投
黒
し
て
已
に
久
し
き
に
因
り
て
、
帰
依
し
て
自
り
以
来
、
気
習
漸
く
改
ま
り
、
頗
る
法
制
を
守
る
を
以
て
、
伊
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清朝辺際制度の成立（松浦）

　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ

　
等
の
族
長
、
里
長
を
将
て
、
佐
領
、
思
子
校
に
題
饗
す
。
是
に
至
り
て
将
軍
黒
海
、
墨
爾
折
勒
氏
新
編
佐
領
四
十
員
、
井
び
に
佐
構
築
の
人
丁
を
率
み
て
来

　
朝
す
。

と
あ
り
、
新
満
洲
四
十
佐
領
は
、
松
花
江
と
鳥
蘇
里
江
な
ど
の
流
域
に
居
住
し
た
メ
ル
ジ
ェ
レ
姓
な
ど
の
辺
民
を
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
族
長
」
と
「
里
長
」
は
、
い
わ
ゆ
る
姓
長
と
郷
長
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。
こ
こ
で
四
十
佐
領
の
構
成
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ヌ
カ
　
ブ
ク
タ
オ

　
『
康
熈
起
居
注
』
康
熈
十
四
年
正
月
癸
亥
の
条
に
よ
る
と
、
佐
領
四
十
人
の
中
に
右
岸
科
と
布
克
託
の
二
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
札
奴

科
と
い
う
人
物
は
、
前
に
あ
げ
た
メ
ル
ジ
ェ
レ
姓
の
総
屯
頭
目
（
姓
長
）
莞
図
礼
の
子
で
あ
り
、
確
か
に
彼
は
四
十
四
戸
を
率
い
て
寧
古
塔
に
移

住
し
て
い
軸
・
挙
止
託
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
・
ウ
ジ
ャ
ラ
姓
に
属
し
・
ワ
ダ
ン
肇
一
姪
の
東
）
窪
ん
で
清
朝
に
進
貢

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ル
ジ
ユ
　
キ
ム
ナ

し
て
い
た
と
い
う
。
彼
も
ま
た
辺
民
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
『
八
旗
通
志
初
等
』
旗
分
志
に
よ
れ
ば
、
院
議
と
奇
木
納
の
二
人
も
、
四
十
佐
領

　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
中
に
入
っ
て
い
た
。
二
珠
は
マ
ナ
ハ
屯
（
三
論
の
東
）
に
居
住
す
る
メ
ル
ジ
ェ
レ
姓
の
村
長
（
郷
長
）
で
あ
っ
た
が
、
佐
領
を
編
成
し
た
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

彼
自
身
が
佐
領
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
の
ち
三
十
七
戸
を
率
い
て
寧
古
塔
に
移
住
し
て
い
る
。
奇
木
納
は
カ
ム
屯
の
ト
ホ
ロ
姓
に
所
属
し
、
以
前
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
清
に
進
貢
し
て
い
た
が
、
四
十
二
戸
百
五
十
八
丁
を
率
い
て
寧
古
塔
に
移
っ
た
。
奇
言
納
も
佐
領
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
田
信
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

氏
が
か
つ
て
紹
介
さ
れ
た
『
盛
京
正
黄
旗
新
満
洲
佐
領
ア
シ
ト
ッ
承
襲
世
管
玉
領
執
照
』
（
東
洋
文
庫
所
蔵
）
に
見
え
る
新
満
洲
佐
領
ア
シ
ト
ゥ

の
祖
父
ソ
ル
ド
ン
は
、
ヘ
イ
姓
で
レ
フ
屯
の
郷
長
（
○
縁
ρ
昌
一
費
）
で
あ
っ
た
が
、
　
一
族
の
も
の
と
ハ
ラ
ン
屯
の
異
姓
八
十
丁
を
率
い
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
し
て
康
熈
十
三
年
に
彼
ら
が
佐
領
を
組
織
し
た
と
き
に
佐
領
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
な
お
こ
の
禰
案
は
ま
た
、
同
じ
盛
京
王
黄
旗
新
満
洲

佐
領
デ
ゲ
の
祖
父
ノ
ー
ナ
に
つ
い
て
も
、
彼
が
ヘ
イ
姓
の
入
で
も
と
白
石
屯
（
三
姓
東
）
の
郷
長
で
あ
っ
た
が
、
八
十
丁
を
率
い
て
移
住
し
、
康

熈
十
三
年
に
そ
の
佐
領
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
佐
領
も
薪
満
洲
四
十
佐
領
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
吉
林
通
志
』
巻
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

職
官
志
に
も
、
康
熈
十
三
年
設
立
の
寧
古
塔
駐
防
佐
領
を
三
人
あ
げ
て
お
り
、
み
な
郷
長
か
、
「
族
長
」
す
な
わ
ち
姓
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
う

ち
正
嘉
旗
佐
領
に
任
命
さ
れ
た
ト
ホ
ロ
姓
の
姓
面
癖
車
は
、
表
2
に
見
え
る
嘔
庫
屯
か
ら
進
貢
し
て
い
た
頭
轍
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
に
表
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⑰

2
の
メ
ル
ジ
ェ
レ
姓
の
額
黒
替
屯
の
頭
目
（
郷
長
）
で
あ
っ
た
懸
鯛
塔
も
、
新
満
洲
佐
領
に
組
織
さ
れ
て
寧
古
塔
に
駐
蔑
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
康
煕
十
二
年
に
三
年
の
乱
が
起
こ
り
、
翌
十
三
年
末
に
は
盛
京
に
駐
醒
す
る
八
旗
兵
も
中
国
本
土
に
出
動
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

吉
林
産
繭
と
寧
古
塔
の
八
旗
兵
も
南
に
移
動
を
開
始
し
、
そ
れ
ぞ
れ
盛
京
と
吉
林
鳥
剛
に
駐
翻
し
た
。
『
吉
林
通
志
』
巻
六
四
は
、
康
煕
十
三

年
設
立
の
吉
林
駐
防
佐
領
と
し
て
、
杭
硫
ら
八
人
の
名
と
そ
の
経
歴
を
あ
げ
て
い
る
が
、
み
な
も
と
は
「
陰
頼
達
」
か
難
山
達
、
つ
ま
り
薫
辛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
郷
長
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
出
身
地
も
鳥
蘇
里
江
流
域
、
ア
ム
ー
ル
中
流
域
、
そ
れ
か
ら
ヨ
姓
近
傍
と
辺
境
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
姓
も
メ

ル
ジ
ニ
レ
、
ヘ
イ
、
ウ
ジ
ャ
ラ
な
ど
フ
ル
下
部
の
姓
で
あ
る
。
彼
ら
も
新
満
洲
四
十
佐
領
の
一
部
で
あ
っ
て
、
十
三
年
申
に
寧
古
塔
か
ら
吉
林

烏
園
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
新
満
洲
四
十
佐
領
は
、
辺
民
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
の
後
志
熈
十
四
年
に
は
チ
ャ
ハ
ル
の
ブ
ル
ニ
が
濤
朝
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
吉
林
鳥
痢
の
軍
事
的
な
重
要
性
は
い
よ
い
よ
増
大
し
た
。

翌
十
五
年
に
寧
古
塔
将
軍
は
吉
林
烏
扇
に
移
駐
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
十
六
年
に
は
、
寧
古
塔
に
残
っ
て
い
た
新
満
洲
四
十
佐
領
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
札
蓼
科
、
布
克
託
ら
二
十
六
佐
領
も
吉
林
鳥
剛
に
移
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
二
年
後
の
十
八
年
に
は
再
度
盛
京
に
移
住
し
、
一
部
は

そ
の
の
ち
さ
ら
に
盛
京
か
ら
北
京
に
移
る
。
ち
な
み
に
札
寒
詣
、
霊
前
、
奇
骨
納
の
佐
領
は
、
北
京
に
移
っ
て
禁
旅
八
旗
に
含
ま
れ
た
が
、
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

克
託
は
義
州
の
駐
防
軍
旗
と
な
っ
た
。
な
お
新
満
洲
四
十
佐
領
中
の
五
佐
領
は
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
締
結
後
の
康
煕
二
十
九
年
に
寧
古
塔
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
黒
竜
江
地
方
に
移
駐
し
て
い
る
。

　
康
煕
五
十
三
年
に
琿
春
に
お
い
て
協
領
の
職
が
新
設
さ
れ
、
同
時
に
三
佐
領
が
駐
益
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
清
実
録
』
に
よ
る
と
、
庫
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

拉
を
も
っ
て
佐
領
を
組
織
し
た
と
い
う
が
、
こ
の
庫
雅
拉
と
は
、
順
治
頃
か
ら
す
で
に
琿
春
に
移
り
住
ん
で
い
た
、
か
つ
て
の
ク
ル
園
部
の
子

孫
で
あ
ろ
う
。
『
吉
林
通
志
』
巻
六
六
職
旭
志
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
佐
領
に
は
も
と
哩
山
達
で
あ
っ
た
巴
克
喜
那
ら
三
人
が
任
命
さ
れ
て
い

る
。
彼
ら
も
ま
た
辺
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
康
煕
五
十
三
年
に
は
同
姓
に
も
早
戸
が
置
か
れ
、
そ
し
て
四
佐
領
の
兵
が
羅
馬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
吉
林
通
志
』
巻
五
一
武
備
志
に
よ

る
と
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
に
居
住
し
て
い
た
ル
イ
ェ
レ
、
シ
ュ
ム
ル
、
ケ
イ
ケ
レ
、
フ
シ
ハ
リ
の
四
姓
計
千
五
百
三
十
丁
余
り
を
満
洲
八
旗
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清朝辺畏制度の成立（松浦）

に
編
入
し
、
そ
の
う
ち
二
百
丁
を
兵
と
し
た
と
い
う
。
佐
領
に
任
じ
ら
れ
た
四
名
は
い
ず
れ
も
「
恰
甕
達
」
（
気
長
）
か
愚
挙
達
で
あ
っ
た
と
い

う
か
ら
、
彼
ら
も
辺
民
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
三
型
に
お
い
て
は
、
芝
繋
九
年
（
一
七
三
一
）
に
副
都
統
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
年
に
は
駐
防
八
旗
の
芝
生
も
大
幅
に
増
額
さ
れ
て

い
る
。
ま
ず
三
姓
に
居
住
す
る
八
百
名
を
残
聴
領
に
組
織
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
佐
領
は
新
満
洲
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
康

煕
五
十
三
年
に
兵
に
な
ら
な
か
っ
た
残
り
の
壮
丁
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
烏
蘇
里
江
流
域
に
い
た
穰
骨
仏
闊
（
科
心
仏
科
爾
）
な
ど
い
わ
ゆ
る
八
姓

の
人
び
と
を
三
姓
に
強
鰯
移
注
さ
せ
て
、
壮
丁
千
名
を
十
佐
領
に
組
織
し
た
。
そ
の
佐
領
と
騰
騎
士
に
任
用
さ
れ
た
も
の
が
、
み
な
恰
甕
達
と

哩
山
達
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
八
姓
も
そ
れ
以
前
は
辺
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
清
朝
は
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
と
烏
蘇
里
江
流
域
の
フ
ル
ハ
と
ク
ル
カ
両
部
の
辺
民
を
、
康
煕
以
降
次
々
と
東
北
各
地
の
盤

防
佐
領
に
組
織
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
満
洲
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
辺
罠
の
姓
を
調
べ
る
と
、
メ
ル
ジ
ェ
レ
、
ト
ホ
ロ
、
ヘ
イ
、
フ
シ
ハ
リ
、

ケ
イ
ケ
レ
、
ウ
ジ
ャ
ラ
、
ル
イ
ェ
レ
、
．
ク
ヤ
ラ
な
ど
、
表
！
と
表
2
に
あ
げ
た
姓
は
残
ら
ず
あ
り
、
ど
れ
か
特
定
の
姓
が
特
許
と
し
て
留
ま
っ

た
と
い
う
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
太
宗
時
代
に
形
成
さ
れ
た
初
期
の
辺
民
組
織
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
実
上
消
滅
し
た
。
清
朝
で
は
、
康
煕
以

降
に
辺
民
か
ら
満
洲
八
難
に
改
編
し
た
フ
ル
ハ
と
ク
ル
カ
の
人
び
と
を
こ
の
の
ち
新
満
洲
と
呼
ん
で
、
そ
れ
以
前
に
八
旗
に
編
入
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
⑳

区
捌
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
ル

①
　
周
藤
吉
之
『
清
代
満
洲
土
地
政
策
の
研
究
』
（
東
京
、
一
九
四
四
）
三
一
四
一
三

　
二
｝
頁
、
川
久
保
悌
郎
「
清
代
に
於
け
る
辺
彊
へ
の
罪
徒
配
流
に
つ
い
て
」
（
『
人

　
文
社
会
』
（
弘
前
大
学
）
第
十
五
号
、
一
九
五
八
）
、
同
「
清
瀬
満
洲
の
辺
彊
社
会
」

　
（
同
右
第
二
十
七
暑
、
　
一
九
六
二
）
、
楊
欝
欝
「
清
代
東
三
省
開
発
の
先
駆
者
…
｝
掘

　
人
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
二
巻
第
三
号
、
［
九
七
三
）
な
ど
を
参
照
。

②
『
吉
林
外
記
』
巻
三
建
置
沿
革
、
お
よ
び
『
皇
朝
文
献
備
考
』
巻
一
八
二
沓
林

　
八
分
駐
防
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ラ
ン

③
　
緩
券
出
身
の
も
の
が
二
人
、
烏
蘇
里
、
雅
爾
（
沿
海
州
南
都
）
、
ピ
興
喀
（
興
凱

　
湖
）
、
言
路
（
雅
聞
河
東
の
黒
歯
河
の
こ
と
だ
ろ
う
）
各
一
人
目
あ
る
。

④
『
吉
林
外
記
』
巻
三
満
洲
蒙
古
漢
軍
。

⑤
　
『
陳
学
士
文
集
』
巻
一
〇
薩
布
野
伝
。
毒
茸
素
伝
は
「
徒
呉
蘇
礼
暴
説
之
瓜
爾

　
察
部
族
」
と
謡
う
が
、
瓜
爾
察
は
庫
雅
拉
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
い
ず
れ
も
「
由
嘆
山
荘
是
年
編
入
」
「
由
二
十
是
年
編
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑦
『
満
洲
名
臣
黛
』
巻
一
〇
豊
海
伝
。

⑧
　
　
『
盛
京
正
黄
旗
新
満
洲
佐
傾
ア
シ
ト
ゥ
承
襲
世
管
佐
領
執
照
』
（
東
洋
文
庫
所

　
蔵
）
。
な
お
後
穂
註
⑭
神
田
氏
論
文
参
照
。

17　（523）



⑨
第
一
章
註
⑳
に
同
じ
。

⑩
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
巻
三
〇
布
克
鱈
伝
。

＠
　
　
『
八
旗
通
志
初
集
』
二
三
と
五
、
と
も
に
旗
分
志
。
た
だ
し
二
品
の
佐
領
は
、

　
康
熈
十
二
年
に
編
成
さ
れ
た
と
す
る
。

⑫
『
八
旗
満
洲
民
族
通
譜
』
巻
五
二
希
南
関
伝
。

⑬
『
八
旗
満
洲
戊
族
通
譜
』
巻
四
九
奇
曲
窒
息
。

⑭
　
神
田
信
夫
「
東
洋
文
庫
所
蔵
満
洲
文
文
書
の
こ
三
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
文
庫
書

　
報
』
第
十
号
、
一
九
七
八
）
参
照
。

⑮
　
こ
の
橋
案
の
原
文
は
寓
ぞ
。
姓
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
隠

　
巻
五
三
の
適
宜
（
霞
。
｛
）
姓
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
レ
フ
屯
は
露
出
ら
の
原
本
に
も

　
「
官
府
屯
」
と
見
え
る
。
ハ
ラ
ン
屯
は
松
花
江
沿
い
に
あ
っ
た
と
い
う
。

⑯
　
『
吉
林
通
志
』
は
、
三
人
の
姓
を
孟
、
陶
、
何
と
一
字
姓
で
呼
ぶ
が
、
科
勒
徳

　
（
斉
勒
徳
）
が
メ
ル
ジ
ェ
レ
（
孟
）
姓
、
投
遣
（
透
徹
）
が
ト
ホ
ロ
（
陶
）
姓
、

　
瑚
恰
図
が
ヘ
イ
（
何
）
姓
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
王
写
影
「
《
寧
積
塔
紀
略
》
史
事

　
鉤
補
」
（
『
東
北
地
方
志
研
究
』
一
九
八
六
年
第
一
期
）
六
四
頁
、
増
井
氏
前
掲
論

　
文
一
三
九
頁
参
照
。

⑰
王
氏
前
掲
論
文
の
曽
爾
特
（
鑛
黄
旗
）
に
あ
た
る
。

⑱
　

『
清
実
録
』
康
煕
十
三
年
十
二
月
庚
子
の
条
。

⑲
食
事
里
江
流
域
（
阿
庫
里
）
一
二
名
、
ア
ム
ー
ル
中
流
域
（
街
津
）
一
名
、
三
姓

　
　
　
　
シ
ぬ
　
ル
　
　
ヘ
　
　
　
ウ
エ
ケ
ソ
　
　
　
ヅ
　
　
ル
　
ホ
じ

　
付
近
（
西
鼠
食
、
身
幅
、
博
黒
蝿
）
三
名
、
不
詳
一
名
で
あ
る
。
翁
肯
と
博
爾
后

　
の
地
名
比
定
に
つ
い
て
は
、
増
井
氏
前
掲
論
文
＝
二
七
頁
に
従
っ
た
。

⑳
森
川
哲
雄
「
チ
ャ
ハ
ル
の
ブ
ル
ニ
親
王
の
乱
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
洋
学
報
』
第

　
六
十
四
巻
第
一
・
二
号
、
　
一
九
八
ゴ
　
）
参
照
。

⑳
註
②
に
同
じ
。

＠
　
　
『
盛
京
嫁
鑑
』
巻
三
熱
司
応
辮
事
宜
、
『
清
実
録
』
康
煕
十
七
年
十
一
月
辛
亥
の

　
条
、
お
よ
び
『
宮
中
纈
康
煕
覇
奏
摺
』
第
八
輯
（
台
北
故
宮
博
物
院
、
一
九
七
七
）

　
第
八
、
十
二
号
福
案
。
な
お
細
谷
良
夫
「
盛
京
鑛
藍
蝋
新
満
洲
の
『
世
管
佐
領
執

　
照
』
に
つ
い
て
」
（
燭
．
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
（
歴
史
篇
）
（
東
京
、
一
九

　
七
七
）
四
八
九
頁
参
照
。

⑭
第
一
章
註
曾
、
お
よ
び
第
二
章
註
⑩
～
⑬
に
同
じ
。

⑳
　
『
黒
竜
江
志
稿
』
巻
四
三
職
官
志
。

⑯
　
『
清
実
録
』
康
煕
五
十
三
年
正
月
戊
辰
の
条
、
お
よ
び
註
②
に
同
じ
。

⑳
洪
良
浩
『
北
塞
記
略
』
江
外
記
聞
。

⑳
註
⑯
に
同
じ
。

⑱
　
　
『
清
実
録
』
雍
正
九
年
十
｝
月
辛
巳
の
条
。
た
だ
し
、
実
際
に
覚
羅
七
十
五
が

　
三
姓
副
都
統
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
翌
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
同
十
年
二
月
甲
辰

　
の
条
。

⑳
『
吉
林
依
蘭
県
志
』
政
治
門
沿
革
、
お
よ
び
職
官
門
旗
員
額
。
ま
た
『
清
実
録
』

　
雍
正
九
年
九
月
壬
戌
、
お
よ
び
同
十
年
閏
五
月
己
亥
の
条
。

⑳
新
満
洲
は
民
族
名
で
は
な
い
。
も
と
も
と
新
満
洲
と
類
似
し
た
表
現
は
、
太
祖
、

　
太
宗
時
代
に
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
新
民
（
一
8
三
饗
喜
騨
）
」

　
「
新
グ
ワ
ル
チ
ャ
（
｛
O
O
（
甲
離
’
く
P
一
〇
9
）
」
「
新
フ
ル
ハ
（
8
0
国
母
冨
）
」
、
さ
ら
に
は

　
「
新
満
洲
（
会
8
竃
帥
呂
ロ
）
」
と
い
う
語
す
ら
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
一
〇
Φ
」

　
は
「
新
し
く
帰
順
（
移
住
）
し
た
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
、
い
か
な
る
名
詞

　
と
も
結
含
し
う
る
。
ナ
カ
ダ
と
い
う
人
名
と
結
合
し
た
例
も
あ
る
。
拙
稿
「
ヌ
ル

　
ハ
チ
（
清
・
太
祖
）
の
徒
民
政
策
」
註
⑳
、
お
よ
び
劉
景
憲
、
郭
成
康
、
劉
建
薪

　
「
清
太
宗
時
期
的
〃
新
満
洲
”
問
題
」
（
『
歴
史
試
案
』
一
九
八
～
年
忌
四
期
）
参

　
照
。
清
朝
に
お
い
て
「
新
満
洲
（
H
8
窓
二
日
）
」
が
固
有
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る

　
よ
う
に
な
る
の
は
、
康
煕
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
う
呼
ば
れ
た
の

　
は
、
本
章
で
述
べ
た
辺
民
か
ら
満
洲
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
人
び
と
に
限
ら
れ
る
。
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第
三
章
　
順
治
以
降
に
お
け
る
清
朝
の
ア
ム
ー
ル
州
下
流
域
進
出
と
辺
民
組
織
の
拡
大

清朝辺民制度の成立（松浦）

　
こ
こ
で
話
を
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
辺
民
組
織
か
ら
下
流
域
の
辺
民
組
織
へ
と
移
そ
う
。

　
少
し
時
問
を
さ
か
の
ぼ
る
が
、
東
方
に
進
出
し
て
き
た
ロ
シ
ア
入
が
、
銀
山
や
穀
物
を
求
め
て
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
ま
で
現
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
清
朝
の
入
関
前
後
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
六
四
三
年
（
薄
徳
八
）
に
ポ
ヤ
ル
コ
フ
が
ア
ム
ー
ル
探
険
に
乗
り
出
し
、
翌
年
に
は
そ

の
川
口
ま
で
達
し
て
い
る
。
ポ
ヤ
ル
コ
フ
の
後
を
継
い
だ
バ
バ
揖
フ
は
、
一
六
四
九
年
（
順
治
六
）
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
流
域
一
帯
を
荒
し
ま
わ
り
、

各
地
で
残
忍
な
略
奪
を
行
っ
た
。
一
六
五
三
年
（
順
治
十
）
に
ハ
パ
ロ
フ
に
代
わ
っ
た
ス
テ
パ
ノ
ブ
も
、
流
域
の
住
民
か
ら
ヤ
サ
ク
（
毛
皮
税
）
や

食
糧
を
奪
取
し
て
い
る
。
ス
テ
パ
ノ
ブ
は
、
松
花
江
下
流
に
ま
で
も
数
度
に
わ
た
り
侵
入
し
た
。
ロ
シ
ア
人
た
ち
は
、
抵
抗
す
る
住
民
は
容
赦

な
く
殺
害
し
、
多
数
の
女
、
子
供
を
捕
虜
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
少
数
罠
族
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
が
、
特
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

流
域
に
繁
栄
し
て
い
た
ダ
フ
ー
ル
や
ソ
ロ
ン
の
農
業
社
会
は
、
完
全
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。

　
太
宗
時
代
か
ら
清
朝
に
進
貢
し
て
い
た
フ
ル
ハ
系
の
辺
民
も
ま
た
、
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
五
五
年
（
順
治
十
二
）

六
月
か
ら
八
月
の
間
に
ス
テ
パ
ノ
ブ
は
、
ア
ム
ー
ル
中
流
域
に
あ
っ
た
延
べ
七
十
九
の
村
落
あ
る
い
は
氏
族
か
ら
合
計
千
三
百
九
十
九
枚
の
堂

廊
を
徴
発
し
た
ゆ
そ
の
中
に
は
表
2
に
示
し
た
八
村
落
と
と
も
に
ニ
イ
・
ル
ベ
・
ウ
ク
ソ
ミ
・
シ
ル
バ
ダ
・
ブ
ヤ
な
ど
の
村
と
メ
ル
ジ
・
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ど
の
氏
族
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
侵
入
、
略
奪
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
フ
ル
ハ
系
の
住
民
は
清
朝
に
進
貢
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
で
き
な
く
な
っ
た
。
彼
ら
の
中
に
は
山
中
に
一
時
的
に
避
難
す
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
清
に
た
す
け
を
求
め
に
来
る
も
の
が
相
い
継
い
だ
。

　
早
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
、
清
朝
が
ロ
シ
ア
人
に
対
し
て
直
接
的
な
反
撃
を
開
始
し
た
の
は
、
順
治
九
年
二
六
五
二
）

に
な
っ
て
か
ち
で
あ
る
。
寧
古
塔
章
京
喜
色
ら
は
二
千
人
余
り
の
部
隊
を
率
い
て
、
バ
バ
ロ
フ
ら
を
鳥
乳
歯
村
（
ボ
ロ
ン
湖
東
岸
）
に
攻
撃
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
、
か
え
っ
て
大
敗
を
喫
し
て
し
ま
っ
た
。
清
は
そ
の
後
も
し
ぼ
し
ば
兵
を
送
っ
て
ロ
シ
ア
人
と
戦
っ
た
が
、
彼
ら
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ル

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
幸
い
に
も
李
朝
の
援
軍
を
え
て
、
順
治
十
五
年
に
寧
古
塔
昂
邦
章
京
シ
ャ
ル
フ
グ
ら
は
、
庫
爾
瀬
河
（
ト
ゥ
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ソ
グ
ス
ヵ
川
）
川
口
付
近
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
と
戦
い
、
大
損
害
を
与
え
る
。
こ
の
激
戦
に
よ
り
清
朝
側
に
も
か
な
り
の
被
害
が
出
た
が
、
ロ
シ

ア
人
の
間
で
は
ス
テ
パ
ノ
フ
以
下
二
百
二
十
名
が
戦
死
し
、
ほ
と
ん
ど
壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
。
難
を
免
れ
た
も
の
も
多
く
は
ヤ
ク
ー
ツ
ク
に
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

き
あ
げ
、
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
か
ら
、
ロ
シ
ア
入
は
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
間
に
清
朝
は
、
流
域
の
住
民
に
昂
ま
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
敵
意
や
反
感
を
た
く
み
に
利
用
し
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
の
住
民

だ
け
で
な
く
、
下
流
域
に
住
む
少
数
民
族
に
対
し
て
も
大
い
に
勢
力
を
伸
ば
し
始
め
た
。
順
治
十
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
清
朝
と
関
係
を
も
た
な

か
っ
た
使
犬
部
の
十
姓
が
、
初
め
て
右
岸
を
進
貢
し
て
き
た
。
『
大
白
会
典
』
（
康
煕
）
巻
七
四
給
賜
に
よ
る
と
、

　
　
（
順
治
）
十
年
、
使
犬
部
落
、
富
思
恰
劇
等
十
姓
、
紹
を
貢
し
帰
誠
す
。

と
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
礼
部
尚
書
郎
丘
ら
の
題
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
姓
と
は
、
詳
し
く
は
副
使
恰
嘲
（
島
島
恰
嘲
）
の
外
、
呉
甲
剛
、
畢
児
達

斉
里
、
黒
吉
格
勒
、
加
克
素
鹿
、
蔓
即
刎
、
紳
享
楽
、
徐
墨
拉
勒
、
何
面
、
趙
児
果
楽
の
四
百
三
十
二
戸
で
、
こ
の
と
き
に
は
そ
の
う
ち
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

百
十
七
戸
が
鋸
皮
を
進
貢
し
た
。
彼
ら
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
鳥
蘇
里
江
口
よ
り
下
流
の
地
域
で
あ
っ
こ

た
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
ヤ
　
カ

　
そ
れ
か
ら
順
治
十
六
年
に
ス
テ
パ
ノ
ブ
ら
の
残
党
を
撃
退
し
た
後
、
使
い
を
や
っ
て
東
海
費
牙
喀
部
を
招
撫
し
た
と
こ
ろ
、
温
順
村
な
ど
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

村
の
住
民
が
帰
順
し
た
い
と
願
い
出
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
に
費
牙
喀
部
の
荘
屯
頭
目
克
爾
格
孫
ら
も
黒
狐
皮
を
進
貢
し
た
。
ま
た
翌
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
も
ロ
シ
ア
人
を
追
い
払
っ
て
、
費
牙
喀
部
十
五
村
約
百
二
十
戸
を
招
撫
し
て
い
る
。
十
月
に
は
新
し
く
清
朝
に
降
っ
た
費
牙
喀
部
の
頭
目
柴

邦
阿
奴
、
使
犬
狩
の
頭
目
巴
恰
禅
、
そ
し
て
郡
勒
爾
の
頭
目
痕
怠
克
な
ど
が
、
初
め
て
黒
狐
皮
や
須
皮
を
進
貢
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鱗
朝

　
　
　
　
　
　
⑪

衣
一
襲
を
与
え
た
。
十
八
年
に
は
飛
牙
喀
（
費
牙
喀
）
部
の
単
身
上
里
な
ど
七
屯
と
、
奇
曾
爾
…
（
郡
勒
爾
）
部
塞
馬
爾
姓
の
郎
阿
屯
な
ど
三
豊
が
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

め
て
帰
順
し
、
薄
皮
を
献
上
し
て
い
る
。
康
熈
三
年
（
一
六
六
四
）
に
は
飛
牙
喀
と
奇
童
爾
地
方
の
六
村
の
頭
目
が
進
貢
し
、
六
年
に
も
寄
勒
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

地
方
の
時
習
野
里
里
姓
の
男
芸
徳
尼
ら
が
進
貢
し
て
い
る
。
八
年
に
は
飛
牙
喀
地
方
の
墨
形
荘
三
家
頭
目
の
郭
璃
ら
が
、
十
二
年
に
も
同
じ
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

二
野
地
方
の
頭
目
伊
得
図
魯
な
ど
が
額
皮
を
進
貢
し
た
。
こ
の
場
舎
の
費
思
量
は
、
ア
ム
ー
ル
川
最
下
流
に
住
む
少
数
民
族
全
体
を
指
し
て
お
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清朝辺民制度の成立（松浦）

り
、
お
そ
ら
く
ニ
ブ
フ
族
だ
け
に
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
奇
勒
爾
は
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
西
岸
地
域
の
住
民
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
塞
罵
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

姓
は
、
ゴ
リ
ン
川
流
域
に
住
む
ナ
ナ
イ
族
の
一
氏
族
サ
マ
ル
で
あ
る
。
刑
訴
卿
額
里
姓
は
、
ア
ム
グ
ソ
川
下
流
に
居
住
し
て
い
た
ネ
ギ
ダ
ル
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
ナ
シ
ハ
ギ
ル
氏
族
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
例
に
お
い
て
は
、
進
質
し
た
ア
ム
ー
ル
下
流
域
の
住
民
を
辺
民
に
組
織
し
た
と
は
一
言
も
述

べ
て
い
な
い
が
、
清
朝
が
頭
目
た
ち
に
三
朝
衣
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
そ
れ
に
相
違
な
い
。
こ
う
し
て
清
は
、
ア
ム
ー
ル
下
流
域
の

少
数
民
族
の
間
に
着
々
と
辺
民
組
織
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
六
六
五
年
（
康
煕
四
）
に
官
憲
か
ら
逃
れ
て
き
た
チ
ェ
ル
ニ
ゴ
フ
ス
キ
ー
ら
が
、
上
流
の
ア
ル
バ
ジ
ン
（
雅
克
薩
）
を
占
拠
し
て

そ
こ
に
と
り
で
を
築
い
て
以
来
、
ロ
シ
ア
人
た
ち
は
再
び
ア
ム
…
ル
川
の
流
域
に
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
、
住
民
を
圧
迫
し
始
め
た
。
清
で
は
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

古
塔
将
軍
バ
ハ
イ
が
、
毎
年
の
よ
う
に
兵
を
送
っ
て
防
戦
に
つ
と
め
た
が
、
し
か
し
、
康
熈
十
二
年
（
一
六
七
三
）
に
三
藩
の
乱
が
勃
発
し
た
た

め
に
そ
の
対
策
に
追
わ
れ
て
、
し
ば
ら
く
は
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
起
こ
す
余
力
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
ア
ル
パ
ジ
ン
に
拠
る
ロ
シ
ア
人
の

一
部
は
、
ギ
ル
ェ
イ
川
か
ら
ゼ
や
川
流
域
に
進
出
し
、
各
地
で
と
り
で
を
建
設
し
て
付
近
の
住
民
か
ら
ヤ
サ
ク
を
徴
発
し
た
。
そ
し
て
一
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
に
は
フ
ロ
ロ
フ
ら
コ
サ
ッ
ク
六
十
一
人
が
ブ
レ
や
川
か
ら
ア
ム
ダ
ン
川
へ
と
進
出
し
、
流
域
一
帯
を
占
拠
す
る
。
そ
の
結
果
、
ア
ム
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

川
左
岸
に
住
む
赫
哲
、
費
牙
喀
、
奇
僻
爾
、
郭
倫
春
な
ど
の
少
数
民
族
は
、
そ
れ
に
苦
し
ん
で
次
々
と
避
難
し
て
き
た
。
ア
ム
ー
ル
下
流
域
に

対
す
る
影
響
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
清
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
に
強
く
反
発
し
た
。
三
藩
の
乱
が
終
息
し
た
の
を
受
け
て
、
康
煕
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
（
一
六
八
三
）
に
ゼ
や
川
流
域
に
兵
を
送
っ
て
ロ
シ
ア
人
の
と
り
で
を
焼
き
払
う
と
と
も
に
、
翌
年
に
は
ア
ム
ダ
ン
川
流
域
か
ら
ロ
シ
ア
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
追
い
出
し
、
そ
の
兵
は
さ
ら
に
ト
ゥ
グ
ル
川
ま
で
進
ん
だ
。
そ
し
て
清
は
、
札
留
二
十
四
年
か
ら
は
大
軍
を
投
入
し
て
、
ロ
シ
ア
入
の
根
拠

地
と
な
っ
て
い
た
ア
ル
バ
ジ
ン
を
攻
め
る
。
ア
ル
バ
ジ
ソ
を
め
ぐ
る
両
国
の
攻
防
は
激
し
か
っ
た
が
、
康
煕
二
十
八
年
つ
い
に
露
清
両
国
は
ネ

ル
チ
ソ
ス
ク
条
約
を
締
結
し
て
戦
争
状
態
を
終
ら
せ
、
ア
ル
グ
ン
川
、
ゴ
ル
ビ
ッ
｝
，
川
と
外
興
安
嶺
を
結
ぶ
線
を
国
境
と
す
る
こ
と
で
結
着
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ム
ー
ル
中
、
下
流
の
流
域
は
、
清
朝
が
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
二
十
九
年
に
は
、
鍍
藍
旗
團
山
亭
真
バ
ハ
イ
ら

が
、
ア
ム
ダ
ン
川
と
ゴ
リ
ン
川
、
そ
し
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
の
三
方
面
か
ら
同
時
に
ア
ム
ー
ル
の
西
岸
地
域
に
入
り
、
威
伊
克
山
に
国
境
を
示
す
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⑳

界
雷
を
建
て
て
帰
っ
た
。
減
シ
ア
側
の
情
報
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
と
き
に
清
軍
が
ト
ゥ
グ
ル
川
を
越
え
て
ウ
ツ
コ
イ
要
塞
に
向
か
っ
た
こ
と
を

　
　
　
　
⑳

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
乾
隆
三
十
年
（
一
七
六
五
）
に
黒
龍
江
画
都
響
瑚
爾
起
ら
が
外
型
安
嶺
以
南
の
山
岳
地
帯
を
調
査
し
、
そ
の
報
告
に
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
い
て
、
清
朝
は
以
後
駐
防
八
旗
や
島
隠
恰
八
旗
な
ど
に
こ
の
地
域
を
定
期
的
に
巡
濯
さ
せ
て
、
そ
の
確
保
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
締
結
後
、
清
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
住
民
を
積
極
的
に
招
撫
し
、
そ
の
里
民
化
を
推
し
進
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
辺
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

人
口
は
着
実
に
増
加
し
、
乾
隆
十
五
年
（
一
七
五
〇
）
十
一
月
二
十
六
日
付
の
大
学
上
領
侍
衛
内
大
臣
傅
恒
ら
の
題
本
に
よ
る
と
、
ア
ム
ー
ル
流

域
の
富
民
は
、
多
数
の
新
満
洲
佐
領
が
編
成
さ
れ
た
直
後
の
康
熈
十
五
年
（
一
六
七
六
）
に
は
千
二
百
九
戸
に
激
減
し
た
が
、
同
六
十
一
年
ま
で

に
は
七
百
一
戸
増
加
し
、
翌
雍
正
元
年
（
一
七
二
三
）
か
ら
乾
隆
十
五
年
ま
で
に
さ
ら
に
三
百
四
十
戸
ふ
え
て
、
合
計
二
千
二
百
五
十
戸
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
と
い
う
。
一
方
サ
ハ
リ
ン
に
お
い
て
も
、
雍
正
十
一
年
に
は
北
部
の
住
民
百
四
十
六
戸
を
従
わ
せ
、
そ
の
後
二
戸
加
え
て
計
百
四
十
八
戸
を

辺
民
に
組
織
し
て
い
る
。
従
っ
て
筆
才
を
合
わ
せ
る
と
、
乾
隆
十
五
年
当
時
、
市
民
の
戸
数
は
全
部
で
二
千
三
百
九
十
八
戸
に
の
ぼ
っ
た
。
清

朝
は
傅
恒
ら
の
上
奏
に
従
っ
て
、
こ
の
二
千
三
百
九
十
八
戸
を
辺
砦
の
定
額
と
し
、
今
後
一
切
増
加
さ
せ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
ア
ム
ー
ル

川
下
流
域
に
居
住
す
る
領
民
は
、
始
め
寧
古
塔
将
軍
が
統
轄
し
て
い
た
が
、
康
煕
十
五
年
に
寧
古
塔
将
軍
が
吉
林
演
劇
に
移
駐
し
た
あ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

寧
古
塔
副
都
統
が
、
事
実
上
管
轄
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ハ
リ
ン
の
辺
民
は
、
最
初
か
ら
三
姓
副
寒
詣
に
所
属
し
て
い
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
、
謬
論
四
十
四
年
（
一
七
七
九
）
に
辺
民
は
す
べ
て
三
富
副
都
統
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
寧
古
塔
副
都
農
に
所
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
ア
ム
ー
ル
下
流
域
の
辺
民
も
ま
た
、
三
遠
副
都
統
の
所
管
と
な
っ
た
。
以
後
、
清
末
ま
で
こ
の
体
制
が
維
持
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
清
朝

に
お
い
て
は
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
辺
民
二
千
二
百
五
十
戸
を
赫
哲
費
雅
喀
と
総
称
し
、
サ
ハ
リ
ン
北
部
に
住
む
辺
民
百
四
十
八
戸
は
庫
貸
費

雅
喀
と
呼
ん
で
い
る
。

　
①
国
，
Ω
凸
知
p
＜
①
屋
け
巴
P
§
干
肉
寒
雑
踏
§
防
§
、
書
」
ミ
§
い
ピ
。
コ
0
9
ポ
一
。
。
O
ど
　
　
　
②
　
一
六
五
五
年
に
ス
テ
パ
ノ
フ
ら
は
呼
礪
爾
河
口
を
出
発
し
て
ア
ム
…
ル
川
を
下

　
　
喝
や
．
O
I
ω
㌍
男
．
〉
．
Ω
o
置
0
5
鵠
N
窃
笥
§
h
愚
ミ
§
§
§
鳳
ぎ
象
ら
ミ
斜
ま
鉦
1
　
　
　
　
　
っ
て
行
っ
た
が
、
途
中
流
域
の
災
民
か
ら
多
数
の
ヤ
サ
ク
を
徴
発
し
た
。
そ
の
と

　
　
N
。
。
団
9
Ω
。
＜
Φ
一
き
α
”
一
㊤
恥
毛
顧
し
。
。
。
占
①
．
矢
野
仁
一
『
満
洲
近
代
史
』
（
東
京
、
　
　
　
　
　
の
き
ヤ
サ
ク
帳
を
、
近
年
に
な
っ
て
ソ
連
の
学
者
ド
ル
ギ
フ
が
解
読
し
て
発
表
し

　
　
一
九
四
一
）
第
二
章
、
吉
田
氏
前
掲
書
窓
二
、
第
三
章
、
な
ど
を
参
照
し
た
。
　
　
　
　
　
た
（
誉
蔦
軸
鳶
k
㌧
、
覗
面
恥
’
　
偽
O
磯
こ
ら
鳶
口
、
．
q
㊤
㈹
I
q
り
O
）
。
表
二
百
の
六
月
ご
十
五
日
か
ら
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清朝辺昆剃度の成立（松浦）

　
八
月
二
十
九
B
ま
で
の
部
分
が
、
ア
ム
ー
ル
中
流
域
に
該
当
す
る
。

③
§
論
ミ
8
n
壱
．
謬
。
。
ふ
8
曾
工
。
ま
員
塁
上
ざ
自
；
凶
≡
貧
馴
鼻
厳
。
呂
銘
盤
。
切
㌧

　
9
養
、
ン
ぎ
§
≡
突
哨
同
鏑
な
ど
で
あ
る
。

④
　
『
寧
古
塔
山
水
記
』
雑
記
、
『
北
征
録
』
行
中
記
事
、
（
戊
戌
年
）
五
月
二
十
日

　
の
条
、
『
絶
域
紀
略
』
流
伝
、
『
無
代
中
俄
関
係
櫨
案
史
料
選
編
』
（
第
一
編
）
第
七

　
号
樒
案
「
郎
丘
等
題
黒
竜
江
呉
墨
泰
因
遭
俄
兵
侵
害
不
能
親
進
二
皮
本
」
（
順
治
十

　
年
三
月
二
十
日
）
。

⑤
　
　
『
平
定
羅
刹
方
略
』
巻
一
、
お
よ
び
『
清
実
録
』
順
治
九
年
九
月
丙
戌
の
条
。

　
鳥
乳
拉
村
（
ロ
シ
ア
人
の
言
う
〉
・
【
畠
。
【
（
誤
。
。
ゼ
9
【
（
。
剛
（
）
が
ボ
ロ
ン
湖
東
岸
に
あ

　
つ
た
こ
と
は
、
切
．
コ
．
コ
O
諺
隣
O
賛
0
7
器
零
三
三
9
ζ
O
霞
闇
｛
〉
三
婆
M
8
「
O
お
℃
O
奏
”
b

　
6
。
聴
§
§
為
ミ
慈
§
§
ミ
い
一
〇
㊦
O
－
ω
．
趙
鳴
岐
「
烏
札
拉
村
誌
」
（
『
求
是
面
目
』

　
一
九
八
二
年
第
二
期
）
な
ど
を
参
照
。

⑥
　
李
朝
が
ロ
シ
ア
人
と
戦
う
た
め
に
援
軍
を
派
遣
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
葉

　
岩
吉
「
朝
鮮
孝
宗
朝
に
於
け
る
両
次
の
満
洲
出
兵
に
就
い
て
」
上
、
下
（
『
青
丘
学

　
叢
』
第
十
五
、
十
六
号
、
　
一
九
三
四
）
、
吉
田
疵
前
掲
三
七
一
－
七
入
頁
な
ど
を

　
参
照
。

⑦
菊
9
く
魯
箕
鉱
p
愚
．
ミ
こ
℃
．
。
。
。
。
’
吉
田
氏
前
掲
書
七
七
頁
参
照
。

⑧
　
『
清
代
中
戸
関
係
橋
案
史
料
選
考
』
（
第
一
編
）
第
…
号
棺
案
「
郎
短
目
題
便
狗

　
地
方
准
罵
貝
稲
　
反
本
」
（
順
治
十
年
ゴ
百
月
六
日
）
。
な
お
使
犬
部
の
う
ち
谷
発
亭
姓
（
不

　
詳
）
は
、
遅
く
と
も
順
治
＝
　
年
に
は
す
で
に
清
に
進
貢
し
て
い
た
。
（
同
書
第
六

　
号
橋
案
「
郎
丘
等
題
目
狗
地
方
有
責
早
薬
権
道
鋸
皮
応
聖
明
補
類
本
」
）

⑨
　
『
清
実
録
』
順
治
十
六
年
三
月
辛
丑
の
条
。
温
屯
村
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
ウ

　
フ
タ
で
あ
ろ
う
。

⑩
『
清
実
録
』
順
治
十
七
年
七
月
丁
丑
の
条
。

＠
　
　
『
清
庶
弐
録
』
順
治
十
七
年
十
月
己
酉
の
条
。

⑫
　
　
『
清
実
録
』
順
治
十
八
年
六
月
辛
巳
の
条
。

⑩
　

『
清
実
録
』
康
煕
三
年
十
月
乙
丑
の
条
。

⑭
　
　
『
清
実
録
』
康
煕
六
年
十
一
月
戊
午
の
条
。

⑮
『
清
実
録
』
康
煕
八
年
十
二
月
堂
寅
の
条
。

⑯
　

『
清
実
録
』
康
熈
十
二
年
・
十
一
月
田
－
午
の
条
。

⑰
本
稿
第
四
章
三
一
頁
参
照
。

⑬
郭
燕
順
「
渥
吉
達
爾
人
的
先
人
及
氏
族
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九
八
五
年
第

　
一
瓢
期
）
二
二
六
百
ハ
参
照
州
。

⑲
　
『
寧
古
塔
紀
略
』
、
同
書
附
録
雑
感
、
『
柳
辺
紀
略
』
巻
一
、
『
清
最
中
俄
関
係

　
樹
案
史
料
毒
茸
』
（
第
一
編
）
第
二
十
一
号
禰
案
「
莫
洛
洪
等
題
請
強
固
寧
古
塔
等

　
処
辺
團
本
」
（
康
熈
八
年
七
月
二
十
三
日
）

⑳
　
影
ρ
＜
①
謬
の
け
O
一
P
㌧
愚
マ
斜
w
こ
℃
℃
．
鳥
一
…
膳
蒔
■
矢
野
氏
晶
前
掲
書
五
閃
［
…
山
ハ
○
｝
貝
熟
砂
昭
…
。

⑳
　
　
『
清
実
録
』
康
熈
二
十
一
年
八
月
庚
寅
、
同
二
十
二
年
九
月
丁
丑
、
十
一
月
癸

　
夫
の
条
な
ど
。

＠
　
菊
磐
。
＝
ω
8
一
P
§
．
鼠
馬
；
℃
勺
．
ホ
ー
ま
■

㊥
　
『
清
実
録
』
康
熈
二
十
三
年
正
月
乙
酉
の
条
、
お
よ
び
『
陳
学
士
文
集
』
巻
一

　
〇
藤
布
素
伝
、
『
義
旗
通
志
初
手
』
巻
二
二
五
牛
莫
宣
伝
。

⑳
　

『
繍
W
辺
紀
略
』
巻
一
。
士
口
田
氏
は
威
…
伊
克
山
（
威
伊
克
阿
林
）
を
エ
ル
キ
レ
由
［

　
に
あ
て
る
が
、
不
詳
（
前
掲
書
三
五
六
…
三
五
九
頁
）
。

⑮
　
団
』
㎝
①
o
弓
。
ω
零
【
肖
亭
藁
b
智
§
」
ミ
誉
馬
馬
　
q
ミ
ミ
§
笥
ミ
偽
ミ
。
ー
ミ
§
ミ
煙
ミ
、
駐

　
o
ミ
鳶
。
ミ
ミ
黛
ド
被
『
、
、
1
覧
ミ
＆
h
ミ
R
ミ
k
偽
．
三
〇
Ω
臼
ρ
駈
り
Q
。
ω
㌧
6
琶
曜
蜘
。
。
占
ρ

⑳
　
『
清
実
録
』
乾
隆
三
十
年
八
月
癸
亥
の
条
。
呉
文
衛
、
李
土
良
「
清
代
官
員
巡

　
査
東
北
辺
境
的
記
録
」
（
『
東
北
考
古
与
歴
史
』
第
一
種
、
　
一
九
八
二
）
、
内
蒙
古

　
自
治
区
編
輯
組
『
達
斡
爾
族
祉
会
歴
史
調
査
騒
（
呼
和
浩
特
、
一
九
八
五
）
一
五
、

　
一
六
百
ハ
、
附
録
四
参
昭
…
。

⑳
遼
寧
省
樒
案
館
他
訳
編
『
遷
喬
零
下
統
衙
門
満
文
追
継
訳
無
』
（
溜
陽
、
　
九
八

　
四
）
（
以
下
『
満
文
棺
案
訳
編
陣
と
省
略
）
第
六
十
五
号
撹
案
、
お
よ
び
『
清
実

　
録
』
康
熈
二
十
九
年
十
月
美
談
の
条
。

⑱
『
満
文
償
案
訳
編
』
附
録
。
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⑳
　
傅
恒
は
、
雍
正
十
年
と
言
う
が
、
『
清
実
録
』
蹴
黒
戸
十
一
年
五
月
壬
一
見
、

　
び
『
満
文
禰
案
訳
編
』
第
六
十
五
橘
案
に
従
っ
て
十
一
年
一
，
巴
改
め
る
。

⑳
　
『
満
文
機
案
訳
編
』
第
九
、
百
三
号
福
案
、
そ
し
て
附
録
等
。

お
よ

⑪
　
　
『
滅
個
文
潮
葉
虫
明
細
㈱
』
第
十
六
旦
鼠
提
案
。

⑫
　
楊
余
響
、
聞
撃
墜
「
清
廷
対
沓
林
辺
藤
少
数
斑
族
地
区
的
統
治
」
（
『
歴
史
研
究
』

　
一
九
八
二
年
第
六
期
）
六
六
頁
参
照
。
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第
四
章
　
乾
隆
十
五
年
以
降
の
辺
民
組
織

　
乾
隆
十
五
年
定
額
の
富
民
二
千
三
百
九
十
八
戸
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
が
、
最
近
申
国
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
『
三
二
副
仕
出
衙
門
満
文
棺
案
欝
血
』
の
中
に
は
、
辺
民
の
姓
や
村
落
は
も
ち
ろ
ん
、
進
貢
し
た
個

人
名
や
そ
の
階
層
ま
で
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
三
姓
副
垂
統
衙
門
は
、
辺
民
を
直
接
に
管
轄
し
て
い
た
役
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
案
が
も

つ
史
料
的
な
価
値
は
き
わ
め
て
高
い
。
本
章
で
は
、
こ
の
最
新
成
果
に
拠
り
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
、
ソ
連
の
民
族
学
資
料
を
補
足
し
て
、
乾
隆
十

五
年
以
降
の
辺
民
組
織
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
『
三
宅
副
都
統
衙
門
満
文
起
案
訳
編
』
に
よ
れ
ば
、
二
千
三
百
九
十
八
戸
は
全
部
で
五
十
六
姓
か
ら
な
り
、
そ
し
て
百
六
十
六
以
上
の
村
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
分
か
れ
て
居
住
し
て
い
た
。
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
『
三
篠
副
都
統
衙
門
満
文
櫨
案
訳
編
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
姓
と
村
落
は
満
洲
語
の
漢
字

音
訳
を
示
す
だ
け
で
、
原
語
は
あ
げ
な
い
。
こ
の
う
ち
姓
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
少
数
民
族
に
比
定
す
る
試
み
が
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
幾
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
学
の
成
果
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
論
に
確
か
な
根
拠
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
村
落
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
姓
と
村
落
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
て
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
と
サ
ハ
リ
ン
の
少
数
民
族
に
関
す
る
民
族
学
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
、
ロ
シ
ア
の

学
者
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
少
数
艮
族
の
氏
族
構
成
に
つ
い
て
最
初
に
実
証
的
な
研
究
を
行
っ
た
の
は
、
バ
ト
カ
ノ
ブ
で
あ
る
。

バ
ト
カ
ノ
ブ
は
、
ロ
シ
ア
が
一
八
九
七
年
に
調
査
し
た
人
口
統
計
を
利
用
し
て
、
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
正
出
民
の
民
族
組
織
と
そ
の
領
域
を
明
ら
か

　
　
④

に
し
た
。
辺
民
の
姓
と
村
落
を
研
究
す
る
上
で
、
彼
の
業
績
は
最
も
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
バ
ト
カ
ノ
ブ
以
後
の
ソ
連
の
民
族
学
者
、



清朝辺民制度の成立（松浦）

表3　乾隆15年（1750）以降の辺民の組織

姓

葛依克勒（Fe甑ep）

，翻（　　　r）ﾔ，村落）ヨ地 ）
i
2
隠

伍
助
考

錫剛 Capa
　　　nyl
（一1，　2，　28）　1

額葉爾古　　4屯 （一5，　5，　72）

富期　μ合　嘲

（naccap　（nycxap））

閨閥達奇哩
　（6e．ubm）1）

賀　斉　克　哩

　（＞Comltep）

鳥　　乳　　拉

　（O！13H”）

孔　克　蘇　噌

　（3ai〈cop）

瑞林

帯金

敦敦

1丁目

沃克蘇密

画2屯

璃勒達奇

多晶

晶塔

痴愚

蘇瓦延

古設計穆雅爾喀里i

錫醸罵

仏哩穆

葉穆無

難泣斉

輝輝

溝万

沃縮瞳

外6屯

Gaigin

Dondon

Gasan

UltSO皿工

Galti1〈i

Weita

（Dere）

（S＄oja）

薩爾蹴

鞠伊

蘇蘇

温感音

徳林

外7屯

鳥孔応

徳新

論2屯

希恰

斉拉楚

堪爾

屯繊ク

必　　馴　　勒

　（6ypaJt）

沃勒斉

外1屯

Foloma

〔E皿皿ero〕

Culati

CPedun）

Welci

Sargu

（Mai）

（Ssussu）

（Dere］

（Odshal）

（Daisso）

（Dsifu）

Culati

哲　勒　図　哩

Welci

1屯

Maptt

〔街津口〕

皿oH皿oH

raciT

yKnエHMHHcKH言1（CT）〔Capany．qbcKoe〕

　　　　　　　　　（1，　10，　6，　148）

／lontt　（Tpoilmcoe）

双b！peH

Carw

rop∂o．燈工

CepeMa

∂」∫oア。κ

ge．ntsuvl

H瓢a（rle双a）

rtdBl，　Hb

blpu　（3pu）

（1，　23，　19，　280）

WaPay，　ruappyHcKIIil　（CT）

Maff　（CT）

Cycy

raアHn

fiblPeH

　　　　　　　　（1，　14，　10，　203）

AuaHcic｝iii　（CT）

双a重1cyHb

（1，6，3，79）

如吻（attnneの，廊ΦyHcKH註（CT）

Tfica

ワ顔醒μ

iYlai｛ae｛bci“iil　（CT）

　　　　　　　　　　（1，6，3，73）

bIp狂　（∈∋Pロ）

（一3，　1，　39）

（一1，　1，　9）
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敵船副・屯 （一　一1，5）

臓（・㎜剛巨屯 （一　一1，3）

瑚　　定　　克 11屯 1 1　　　　（一・，～・3）

霧　　　　勉 阿津 〔Adi｝ AAI｛

（XOM｝1） 霊勉 〔Cho皿e〕 XoM茎1，　XyMHHcK｝1註（CT）　（一1，2，24）

端果爾（Ca湧rOP） 陣爾 1 ITyccep　　　（一2，　2，　24）

三型（Ae丑op）11屯
i
l図　墨　里　爾 和羅 Hori t

（TyあIa朋） 外5屯 1　　　　　　（1・4・3・51）

号験 〔Onmoi〕 0κ・｝‘Ozと（O．wstte）

嘆　　奇　　拉 費爾蘇喜 〔Pessui〕 刀μσ60π（伽。アの

（「aτfの 徳林 〔Dere〕 ノあ伊昭

外1屯 （一5，4，50）

庫噌分出 〔Kuru〕
1・ypy・

奇穆尼音河居住 Kimni　bira i〔BHpa〕

奇　　勒　　爾 亨漆

古勒 〔Kulj〕 Ko訂b，　Koy」【HHCKHii（CT）

外6屯 （1，6，11，117）
1

饗　　爲　　爾
郎阿西 i

l

郎阿（実）

（CaMap）
郎阿東 1

外3屯 i （1，6，6、96）

柴塞拉（gailcan）1・屯 1 1　　　　　（一・一・・）

県警亨
1・・w・・…n

部爾蛤勒 西勒卓 lSill・
i
孔
林
1

iJ・・i 且H‘i　〔二CoΦH且CKoe〕　　　　　　（1，6，3，57）

都鳴津 Dugujin ゑy双H

道翁分目 ＜Doo職n　bira

奇　　　　津 蛭吉 〔Kada〕 Ka双H

都万 くDuwan　i　talga

1外1屯 （1，4，5，57）

P含　勒　　漆
ト11屯 1 i　　　　（一・，1，29）

三里爾（y澗） i碑 1〈・・j・nb・・a 1〔BTigi｛〕　　　（一・，一・6）

瀧　　奇　　爾
i刀OHH，皿OHKIMb）

和羅河噛勒丙阿 〈HUili　bira 砂駕　　　　　　　　（一2，一6）

阿雅署樗ロ客（A一）1　ユ屯 ｝ 1　　　　（一・，・）
謹　克托喜（MyKTgrHの

1屯 （一一一2）

托　曝　談　科
@（To芭MKaH） 1屯 l

l
（一1，一3）
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清朝辺民制度の成立（松浦）

鳥総（y瑚陳木儲 1　［ssamnja） 1　CatsiHii　（CotvtHfi）
（一1，　一3）

費　　雅　　喀

恰勒漆

廟

魁礪

才Lμ子達

i凹凹津

1瓦冷感努
　

1鳥克屯

離洛
1布葉肛魯

i達

艦
　

二二亨1
嘆金

欝竃

lMiy・・

Koima
Jahada

Dugujin

IWabcinu

〔Uchtr〕

iMonggoli
ミ

1　Buyur
I

ll’langgacan
1

〔Aure〕

’G。w。1。h。n

〈Keci　bira

＜Hiyari　bira

恰爾渾（間口）

Ko重iMa

瓜y江H

Y：　Ta

ハAOHronレ舗yHry訂liHcKH益　（CT）

nyHp

瓜田

Aypbl　（Aypli）

q）epAfa

I〈aKH

XbApe　（repu）

　　　　　　　　（6，　25，　13，　221）

庫 頁｛5屯
　i

（rm　一　一17）

讐5　倫　　春

錫勒砺奇

沃勒沁
レト・屯

i　〈Silimdi　bira

I　〈Olhi　bria

（一4，　一30）

特墨剖布輔 1　Buyur F　myiip
（一1，　一5）

　　　　　　　　
喀　遽　剰1屯 （一1，　一4）

瓦噌釧・屯 （一1，一16）

克 頻1・屯 （一1，　一7）

多波農剰・屯 （一2，一16）

那　岳　洛巨屯 （一　一　一3）

通武楚酬1屯 （一1，　一2）

SiimEirmelLi」｛ （一1，　一5）

典 酬・屯 （一1，　一3）

楚沃尼1・屯 （一5，　一28）

楚克斉賀哩
（しlyKqarupbl） 楚克斉賀哩 （Llyl〈garslpcKoe） （一　一　一3）

侯沃副・屯 （一　一1，　3）

笏 特1鯉密 i嬢 （一工，一3）

用　帖　密h屯
　　　　　　　：

（一1，一2）　1

黒古言・屯 （一5，　一25）
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普尼雅渾11屯 （一1，一11）

昌昌爾劉1屯 （一2，　一14）

恰騨（1〈・・”）1・屯 （一3，　一26）

褥 徳l
　　i

（1，7，1，36）

都　　瓦　　恰 （1，　1，　一3）

雅 丹」 （1，　4，　1，　20）

紳 敏1 （1，　3，　一11）

二三武噌1 （1，　2，　一35）

陶 （1，1，一17）

註1）村落の中に，「自…1葛珊分出」と記されるものがあるが，こうした集落はもとの屯（噛珊）

　　　に含めて数えた。

　2）　『満漢合壁清内府一統輿地秘図』，『三三内府輿図』，『盛京吉林黒竜江等処標注戦蹟輿図』

　　を参照した。鉤括弧内の地名は，L．　von　Schrenck，　Reisen　und　Fσrsahungen　i71・A7nttγ一

　　lande　i7Z　487U勧7躍1854－56（St．　Petersburg，1858－8工）の地図によって補う。

　3）C．「laTI〈aflOBとA．　B．　CMO．1filCの著書にあらわれる地名。第四章註④，⑤参照。斜字体の

　　村落名は，1897年の入口調査時においても，同じ姓（氏族）がその村落に居住していたこと

　　を示す。それ以外の（CT）は，　O．　CTerEaHoBのヤサク帳に見える日記。表2の註2）参照。

　　（実）は『清実録』，（吉）は『吉林通志』巻17に見える表記。鉤括弧内は現在の地名。

　4）　各姓の合計戸数。括弧内は二藍，郷長，子弟，白丁の順。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
り
わ
け
ス
モ
リ
ャ
ク
女
史
の
研
究
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
民
族
学
者
の
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
辺
民
の
姓
と
村

落
を
特
定
し
て
い
こ
う
。

　
最
初
の
葛
依
克
勒
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
一
氏
族
ゲ
イ
ケ
ル
に
あ
た
る
。

ゲ
イ
ケ
ル
氏
族
は
、
フ
ル
ハ
部
内
の
ケ
イ
ケ
レ
姓
と
親
縁
関
係
を
も
つ
。

ア
ニ
ェ
イ
川
の
錫
嘲
屯
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
末
に
も
依
然
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ゲ
イ
ケ
ル
民
族
が
、
全
人
郎
を
占
め
て
い
た
。

　
富
斯
恰
刻
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
パ
サ
ル
（
プ
ス
ハ
ル
）
氏
族
で
あ
る
。

フ
ル
ハ
部
内
の
フ
シ
ハ
リ
姓
と
関
係
が
あ
る
。
パ
サ
ル
氏
族
は
か
つ
て

ナ
ナ
イ
族
の
領
域
の
南
部
、
つ
ま
り
上
流
部
分
に
集
中
し
て
い
た
が
、

表
3
の
村
落
も
す
べ
て
上
流
部
分
に
含
ま
れ
る
。
バ
ト
カ
ノ
ブ
に
よ
る

と
、
爲
林
屯
は
十
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
パ
サ
ル
氏
族
の
根
拠
地
で
あ

　
⑦

つ
た
。

　
必
磁
歪
奇
哩
姓
は
、
辺
民
の
中
で
最
も
戸
数
が
多
い
。
お
そ
ら
く
ナ

ナ
イ
血
中
の
最
大
氏
族
、
ベ
リ
ド
ィ
氏
族
で
あ
ろ
う
。
ベ
リ
ド
ィ
氏
族

は
ナ
ナ
イ
族
の
居
住
域
の
上
流
部
分
に
多
い
が
、
下
流
部
分
に
も
一
部

居
住
し
て
い
る
。
多
林
、
蘇
瓦
延
、
古
墨
達
穆
雅
爾
喀
璽
、
葉
叢
哩
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
ど
に
は
、
十
九
世
紀
末
に
も
な
お
ベ
リ
ド
ィ
氏
族
が
住
ん
で
い
た
。

碑
達
、
溝
万
、
沃
勒
斉
屯
は
、
キ
ジ
湖
付
近
か
あ
る
い
そ
れ
よ
り
少
し
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上
流
に
あ
る
村
落
で
あ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
十
八
世
紀
に
は
す
で
に
キ
ジ

湖
周
辺
は
、
オ
ル
チ
ャ
族
の
居
住
地
と

な
っ
て
い
た
。
現
在
、
こ
の
地
域
に
は

オ
ル
チ
ャ
族
と
同
化
し
た
ベ
リ
ド
ィ
氏

　
　
　
　
　
　
⑨

族
が
住
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
三
屯
の
必

勒
達
奇
哩
姓
も
オ
ル
チ
ャ
族
と
な
っ
た

ベ
リ
ド
ィ
氏
族
で
あ
ろ
う
。

　
賀
斉
克
哩
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
ポ
ジ

ェ
ル
氏
族
で
あ
る
。
ボ
ロ
ン
湖
周
辺
が

　
　
　
　
　
　
　
⑩

原
住
地
で
あ
っ
た
が
、
表
3
の
村
落
の

中
で
は
薩
爾
古
や
薦
伊
屯
な
ど
が
ボ
p

ン
湖
に
近
い
。
薩
爾
古
、
麗
麗
音
屯
に

お
い
て
は
、
十
九
世
紀
末
に
も
ひ
き
続

き
ホ
ジ
ェ
ル
族
が
居
住
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
◎

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
烏
乳
拉
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
一
氏
族

オ
ジ
ャ
ル
で
あ
る
。
フ
ル
ハ
部
の
ウ
ジ

ャ
ラ
姓
も
か
つ
て
は
そ
の
一
部
で
あ
っ

触

サ
　
ハ
　
リ
　
ン

一ty @＠鰍ge，（lssil／L

一fifi’＞1ffi．

　ギルスコエ湖

⇒レ、

御

　　　電勉蕉

撒．蟹瀧
　　　　鳥鈍拉
　　　　　　eボロン謂

　　　　惟塔
　葉穆哩一’一je

蘇瓦延　敦
　庫噌。

耕。辱

礁嘱三
　　轟

　　密

　　辿芽

。瑞悌

。薩爾古

。楚再三

ロ蕎遅達奇

徳新

敦う林

趨川

箋
。蘇

イ

　イ
　Ili

・・チ ﾒ。雌。1

ウドfリ湖　。

　　　　塑
　　　　隔
　　　　滝
郭勒亨。

e

魁瑞
・輩武洛

興哩
　虫ド吉

　　　　　　　　　。仏哩衛

・鱒鶴讃

）．
　〆老・

　　笏

、

略図2　表2）註2）にあげた地図に拠って作製。なおスモヤリク女史の地図も参考にした。

　　　　第四章註⑤参照
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た
。
伝
説
に
よ
る
と
、
オ
ジ
ャ
ル
氏
族
は
始
め
飯
事
里
江
口
に
大
き
な
集
落
を
つ
く
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
ア
ム
ー
ル
川
を
下
っ
て
分
散
し
て

　
　
　
　
　
⑫

い
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
豊
海
一
連
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
ザ
ク
ソ
ル
氏
族
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
は
す
で
に
そ
の
名
を
戸
シ
ア
人
に
知
ら
れ
て
い
た
。
楚
拉
斉
、
重
富
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

恰
希
屯
な
ど
は
、
十
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
そ
の
中
心
村
落
で
あ
っ
た
。

　
必
減
算
姓
は
、
キ
ジ
湖
よ
り
少
し
上
流
の
ナ
ナ
イ
族
と
オ
ル
チ
ャ
族
が
混
住
す
る
地
域
に
住
む
ブ
ラ
ル
氏
族
を
指
す
。
バ
ト
カ
ノ
ブ
は
ブ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ル
氏
族
を
オ
ル
チ
ャ
族
と
考
え
る
の
に
対
し
、
ゾ
ロ
タ
レ
フ
は
ナ
ナ
イ
族
と
見
る
。
昏
昏
潮
煙
は
、
バ
ト
カ
ノ
ブ
が
ブ
ラ
ル
氏
族
を
確
認
し
た

　
⑯

村
落
よ
り
も
上
流
に
位
置
す
る
が
、
ナ
ナ
イ
と
オ
ル
チ
ャ
の
黒
住
地
域
に
含
ま
れ
る
点
は
変
わ
ら
な
い
。

　
鳥
定
克
姓
は
、
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
支
流
ト
ゥ
ソ
グ
ス
カ
、
ク
ル
両
川
流
域
に
屠
住
す
る
ナ
ナ
イ
の
氏
族
ウ
デ
ィ
ン
カ
ン
に
該
当
し
よ
う
。

　
霧
爆
睡
は
、
か
つ
て
ナ
ナ
イ
族
に
属
し
て
い
た
一
氏
族
ホ
ミ
で
あ
ろ
う
。
ホ
ミ
玩
族
は
も
は
や
存
在
し
な
い
が
、
一
八
七
〇
年
代
ま
で
は
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
に
ケ
ヴ
ァ
リ
村
に
居
住
し
て
い
た
。
表
3
の
阿
津
屯
は
そ
の
上
流
に
あ
た
る
。
窪
馬
蝉
は
フ
ソ
ミ
湖
沿
岸
の
村
で
あ
る
。

　
揚
果
爾
姓
は
、
ナ
ナ
イ
の
一
氏
族
サ
イ
ゴ
ル
で
あ
ろ
う
。

　
卓
勒
震
竪
姓
は
、
ゴ
リ
ン
川
口
に
住
ん
で
い
た
ナ
ナ
イ
の
ヂ
ョ
ロ
ル
氏
族
に
あ
た
る
。

　
尊
墨
里
爾
姓
は
、
ナ
ナ
イ
の
氏
族
ト
ゥ
マ
リ
で
あ
る
。
元
来
は
ア
ム
ダ
ン
川
流
域
に
住
ん
で
い
た
が
、
今
で
は
ナ
ナ
イ
族
の
下
流
領
域
に
集

　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

中
し
、
和
羅
屯
も
そ
の
中
に
位
置
す
る
。
ト
ゥ
マ
リ
氏
族
の
一
部
は
オ
ル
チ
ャ
族
の
中
に
も
入
っ
て
い
る
。

　
塵
界
拉
姓
は
、
ナ
ナ
イ
の
ガ
イ
ル
氏
族
に
あ
た
る
。
ガ
イ
ル
民
族
は
ナ
ナ
イ
族
の
領
域
の
下
流
部
分
に
集
中
し
て
お
り
、
バ
ト
カ
ノ
ブ
は
邪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

謹
、
費
平
平
喜
、
徳
林
屯
な
ど
で
彼
ら
を
確
認
し
た
。
も
と
も
と
那
誤
屯
に
い
た
ガ
イ
ル
氏
族
の
一
部
が
、
ア
ム
ー
ル
川
を
下
っ
て
オ
ル
チ
ャ

族
と
の
流
図
地
域
に
入
り
、
上
野
蘇
喜
屯
や
徳
野
馬
に
住
み
つ
い
た
ら
し
い
。
後
者
は
オ
ル
チ
ャ
族
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
ナ
ナ
イ
と
オ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

チ
ャ
の
中
間
氏
族
と
見
な
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
奇
半
平
姓
の
村
落
で
特
定
で
き
る
も
の
は
、
四
ヵ
所
あ
る
。
県
西
屯
は
、
ア
ニ
ニ
イ
川
口
よ
り
や
や
上
流
の
ア
ム
ー
ル
左
岸
の
村
で
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あ
る
。
奇
穆
三
音
河
は
、
松
花
江
口
の
下
流
で
ア
ム
ー
ル
に
流
れ
こ
む
ビ
ラ
川
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
亨
漢
屯
は
亨
漆
河
、
つ
ま
り
ア
ム

ダ
ン
川
沿
い
の
村
と
見
ら
れ
、
古
服
屯
も
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
の
村
コ
リ
と
推
測
で
き
る
。
一
般
に
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
で
キ
レ
ン
ま
た
は
キ
レ

な
ど
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
　
エ
ヴ
ェ
ソ
キ
族
（
囲
く
塁
窪
”
峯
譲
。
℃
）
と
ナ
ナ
イ
族
の
キ
レ
氏
族
（
豪
強
ゆ
）
で
あ
る
。
前
者
は
、
十
七
世
紀
に
は
す
で

に
ト
ゥ
グ
ル
川
を
越
え
て
ア
ム
ダ
ン
川
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
流
域
ま
で
移
住
し
、
十
九
世
紀
末
に
は
ト
ゥ
ン
グ
ス
カ
川
や
ビ
ラ
川
で
も
確
認
さ
れ

　
　
㊧

て
い
る
。
一
方
、
後
者
は
、
起
源
的
に
は
エ
ヴ
ェ
ン
キ
族
と
親
縁
関
係
が
あ
る
が
、
十
九
世
紀
末
に
は
ア
ニ
ェ
イ
川
口
か
ら
フ
ン
ガ
リ
川
口
ま

で
の
ア
ム
ー
ル
沿
岸
に
居
住
し
て
い
た
。
他
の
村
落
が
特
定
で
き
な
い
現
在
、
断
定
的
な
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
表
3
の
奇
千
島
姓
の
中

に
は
、
エ
ヴ
ェ
ン
キ
族
と
と
も
に
ナ
ナ
イ
の
キ
レ
氏
族
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
饗
馬
爾
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
の
サ
マ
ル
氏
族
で
あ
る
。
十
七
世
紀
以
来
、
ゴ
リ
ン
川
流
域
に
住
む
。
尊
崇
屯
は
『
清
実
録
』
で
も
サ
マ
ル
氏
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
村
落
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
柴
塞
拉
姓
は
、
ナ
ナ
イ
族
と
オ
ル
チ
ャ
族
と
の
中
間
氏
族
チ
ャ
イ
サ
ル
で
あ
る
。

　
鳥
遽
爾
姓
は
、
オ
ル
チ
ャ
族
の
ウ
ド
ィ
氏
族
を
指
す
。
必
津
屯
は
ウ
ド
ィ
リ
湖
に
注
ぐ
ビ
チ
川
沿
い
に
あ
っ
た
村
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
二
道
爾
姓
は
、
オ
ル
チ
ャ
族
の
ロ
ン
キ
民
族
で
あ
る
。
ロ
ン
キ
氏
族
は
、
す
で
に
十
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
語
文
献
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
バ

ト
カ
ノ
ブ
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
末
に
ヤ
イ
川
流
域
の
プ
リ
村
な
ど
に
ロ
ン
キ
氏
族
の
九
人
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
和
羅
河
は
ヤ
イ
川
の
旧

名
で
あ
る
。

　
奇
癖
姓
に
該
当
す
る
氏
族
名
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
住
む
都
焼
津
、
道
翁
、
喜
吉
、
都
万
の
四
屯
は
、
み
な
キ
ジ
湖
周
辺
の
オ
ル
チ
ャ

族
の
領
域
内
に
あ
る
。
奇
津
姓
も
オ
ル
チ
ャ
族
系
の
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
阿
雅
爲
喀
姓
、
談
克
托
喜
界
、
托
嘱
談
科
姓
、
鳥
徳
恩
姓
、
楚
儲
蓄
賀
哩
姓
の
五
姓
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ネ
ギ
ダ
ル
族
の
ア
イ
ム
カ
、
ム
ク
テ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
、
ト
ヨ
ム
カ
ン
、
ウ
ダ
、
そ
れ
に
チ
ュ
ク
チ
ャ
ギ
ル
イ
の
各
氏
族
に
あ
た
る
。
こ
の
う
ち
、
ウ
ダ
ン
氏
族
の
索
木
鼠
音
屯
は
、
ア
ム
ダ
ン
川

下
流
の
ソ
ム
ニ
村
で
あ
る
。
チ
ュ
ク
チ
ャ
ギ
ル
イ
氏
族
の
同
名
の
屯
も
、
そ
の
中
流
近
く
の
チ
ュ
ク
チ
ャ
ギ
ル
ス
コ
南
湖
沿
岸
に
あ
っ
た
村
と
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⑳

見
ら
れ
る
。
ウ
ダ
ン
矯
族
と
チ
ュ
ク
チ
ャ
ギ
ル
イ
氏
族
の
住
居
地
域
は
、
二
十
世
紀
前
半
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
費
強
勢
姓
は
、
一
般
に
は
ア
ム
ー
ル
川
口
付
近
に
生
活
し
て
い
た
ニ
ヴ
フ
族
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
特
定
で
き
た
襲
撃

湯
器
の
村
落
は
、
郭
量
器
か
ら
川
口
に
至
る
ま
で
の
ア
ム
…
ル
沿
岸
に
存
在
す
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
大
体
烏
克
屯
付
近
が
ニ
ヴ
フ
族
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

オ
ル
チ
ャ
族
の
境
界
と
な
っ
て
い
た
が
、
ニ
ヴ
フ
族
は
そ
れ
を
越
え
て
、
オ
ル
チ
ャ
族
の
恩
禄
、
魁
薦
、
奥
哩
な
ど
の
村
に
も
住
ん
で
い
た
。

費
雅
喀
姓
の
辺
民
と
ニ
ヴ
フ
族
の
居
住
地
域
は
、
百
年
以
上
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
費
雅
蝦
腰
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ニ
ヴ
フ
族
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
ニ
ヴ
フ
族
に
は
多
数
の
氏
族
が
知
ら
れ
て
い
る
。
費
雅
喀
姓
に
姓
長
が
六
人
い
る
の
も
、
そ
の
内
部

が
さ
ら
に
幾
つ
か
の
氏
族
に
分
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
五
十
六
姓
の
中
に
は
風
雅
鰯
雲
以
外
に
も
ニ
ヴ
フ
族
の
氏
族
が
あ
っ
た
は
ず
だ

が
、
今
は
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
庫
頁
と
い
う
言
葉
は
、
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
系
諸
民
族
が
ア
イ
ヌ
族
を
言
う
呼
称
越
着
に
由
来
す
る
。
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
少
数
民
族
と
サ
ハ

リ
ン
に
住
む
ア
イ
ヌ
族
と
の
関
係
は
緊
密
で
、
た
と
え
ば
オ
ル
チ
ャ
族
に
は
サ
ハ
リ
ン
か
ら
移
住
し
て
オ
ル
チ
ャ
族
と
な
っ
た
ク
イ
サ
ル
氏
族

　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
庫
頁
姓
に
つ
い
て
は
村
落
が
特
定
で
き
な
い
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
郭
倫
春
嵐
は
、
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
山
岳
地
帯
で
ト
ナ
カ
イ
飼
養
に
従
っ
て
い
た
エ
ヴ
ェ
ン
キ
族
（
劇
団
チ
ォ
ソ
）
を
指
す
。
錫
勒
甘
藷
屯
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

セ
レ
ム
ジ
ャ
川
（
ゼ
や
川
支
流
）
沿
い
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沃
勒
無
難
は
ニ
マ
ン
川
（
ブ
レ
や
川
支
流
）
付
近
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
頒
集
爾
牢
姓
と
恰
喀
刻
姓
は
、
沿
海
州
に
住
む
少
数
民
族
で
あ
っ
て
、
後
者
は
ウ
デ
へ
族
の
氏
族
キ
ャ
で
あ
る
。

　
褥
徳
以
下
六
姓
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
少
数
民
族
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
雅
丹
姓
は
ア
イ
ヌ
族
で
あ
っ
た
。

　
残
っ
た
姓
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
手
が
か
り
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
五
十
六
姓
の
中
で
、
ナ
ナ
イ
族
の
ゲ
イ
ヶ
ル
、
パ
サ
ル
、
オ
ジ
ャ
ル
の
三
氏
族
は
、
フ
ル
ハ
部
内
の
ヶ
イ
ケ
レ
、
フ
シ
ハ
リ
、
ウ
ジ

ャ
ラ
の
三
姓
と
起
源
的
に
は
親
縁
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
氏
族
は
十
七
世
紀
箭
半
に
は
、
ア
ム
ー
ル
川
沿
い
に
相
当
に
広
い
地
域
を
占
め
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
後
者
は
満
洲
八
旗
に
編
入
さ
れ
て
満
洲
族
に
同
化
し
た
の
に
対
し
、
前
者
は
臣
民
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と
し
て
留
ま
り
、
今
日
の
ナ
ナ
イ
族
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
パ
サ
ル
（
副
使
恰
剛
）
、
ベ
リ
ド
ィ
（
畢
児
達
斉
里
）
、
ポ
ジ
ェ
ル
（
黒
吉
格
勒
）
、

オ
ジ
ャ
ル
（
呉
甲
嘲
）
、
ザ
ク
ソ
ル
（
加
克
素
鹿
）
、
ホ
ミ
（
何
面
）
、
サ
イ
ゴ
ル
（
緯
各
楽
）
、
ヂ
ョ
ロ
ル
（
趙
児
果
楽
）
、
ト
ゥ
マ
リ
（
生
首
拉
勒
）
、
ガ

イ
ル
（
要
目
痢
）
の
ナ
ナ
イ
系
の
十
氏
族
は
、
順
治
十
年
に
初
め
て
進
貢
し
た
野
犬
都
の
十
姓
と
同
じ
で
あ
る
。
後
者
の
四
百
三
十
二
戸
は
そ
の

一
部
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
後
に
実
施
さ
れ
た
珍
書
の
満
洲
八
旗
化
を
免
れ
て
、
今
日
で
は
ナ
ナ
イ
族
の
主
要
部
分
を
構
成
し
て
い
る
。
そ

の
他
大
多
数
の
姓
は
、
表
3
で
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
特
定
で
き
た
姓
は
み
な
、
使
犬
部
の
十
型
よ
り
も
下
流
に
位
置
し
て
お

り
、
従
っ
て
彼
ら
は
順
治
十
年
以
降
に
清
に
服
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
い
ま
だ
に
特
定
で
き
な
い
姓
も
ま
た
、
す
べ
て
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
住

民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
彼
ら
の
村
落
は
、
沃
克
蘇
密
屯
（
現
サ
ラ
プ
リ
ス
コ
ェ
）
か
ら
下
流
の
ア
ム
ー
ル
下
流
沿
岸
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
上
流
の
ア
ム
ー
ル
中

流
や
烏
蘇
里
江
、
松
花
江
の
流
域
に
は
、
改
憲
屯
な
ど
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ル
ハ
な
ど
の
州
民
が
康
熈
、
詳

論
年
間
に
郡
県
八
旗
と
し
て
東
北
の
各
地
に
移
住
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
最
も
西
よ
り
に
あ
る
集
落
は
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
沿
い
の
錫

気
霜
奇
屯
で
あ
り
、
最
北
端
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
岸
の
古
記
屯
で
あ
る
。
州
民
の
組
織
が
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
で
定
め
ら
れ
た
領
域
内
に
広
が
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
少
人
数
ず
つ
分
散
し
て
住
ん
で
い
た
。
ま
た
徳
林
や
沃
勒
斉
屯
な
ど
の
如
く
、
一
つ
の
村
落
内
に
複
数
の
姓
が
居
住
す

る
こ
と
も
あ
る
。
赫
哲
婦
雅
喀
の
場
合
、
村
落
の
規
模
は
平
均
一
三
、
六
戸
で
あ
る
。
ア
ム
ー
ル
下
流
の
少
数
民
族
は
、
主
に
漁
携
や
狩
猟
、

採
集
に
依
存
し
て
い
る
た
め
に
、
移
動
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
が
ち
だ
が
、
事
実
は
、
エ
ヴ
ェ
ソ
キ
族
や
ウ
デ
へ
族
、
ウ
イ
ル
タ
族
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

除
く
と
、
大
部
分
の
も
の
は
定
住
生
活
を
し
て
い
る
。
迫
券
屯
や
講
武
番
謡
な
ど
の
よ
う
に
、
過
去
何
世
紀
も
の
間
維
持
さ
れ
続
け
た
村
落
も

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
形
態
は
、
十
九
世
紀
末
ま
で
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
に
あ
っ
た
初
期
の
番
毎
組
織
に
お
い
て
は
、
史
料
が
零
細
な
た
め
に
、
姓
長
と
郷
長
の
存
在
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た

が
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
辺
民
の
中
に
は
、
姓
長
（
潤
巴
p
一
臼
）
、
郷
長
（
O
器
雪
畠
）
、
子
弟
（
U
8
富
噺
易
P
ま
た
は
穿
抱
入
、
ω
蔓
σ
q
早
き
）
、
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白
丁
（
白
人
、
じ
d
巴
巳
饗
巨
9
）
な
ど
の
階
層
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
表
3
を
見
る
と
、
面
長
が
置
か
れ
た
の
は
、
戸
数
が
多
い
姓
に
限
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
郷
長
は
大
体
、
一
村
落
に
つ
き
一
人
の
割
合
で
置
か
れ
て
い
る
。
詳
し
い
こ
と
は
不
明
だ
が
、
清
朝
は
毒
心

と
郷
長
に
は
有
力
な
家
系
の
も
の
を
も
っ
て
任
命
し
、
彼
ら
に
そ
れ
を
麻
垂
さ
せ
て
い
た
。
な
お
子
弟
も
ま
た
、
姓
長
と
郷
，
長
の
】
族
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
姓
長
ら
は
、
一
般
庶
民
で
あ
る
白
丁
を
統
率
し
、
鋸
皮
を
進
貢
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
表
3
に
は
見
え
な
い
が
、
辺
民
の
中
に
は
薩
魚
影
錐
（
ω
碧
σ
q
窪
甘
「
娘
」
）
な
る
婦
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
清
朝
は
辺
民
と
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

強
化
す
る
た
め
に
「
来
京
一
婦
」
と
い
う
適
度
を
設
け
、
一
定
額
の
毛
皮
類
を
持
参
し
て
上
京
し
た
漁
民
に
対
し
て
、
皇
女
と
称
し
て
旗
人
の

女
子
を
嫁
入
り
さ
せ
た
。
そ
れ
に
必
要
な
毛
皮
の
規
準
額
は
、
質
、
量
と
も
に
過
重
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乾
隆
年

間
に
は
十
数
名
の
辺
民
が
条
件
を
満
た
し
て
婦
人
を
居
っ
た
。
清
朝
で
は
、
こ
う
し
た
辺
艮
を
霧
桜
雨
（
¢
。
〕
掛
9
「
婿
」
）
、
嫁
い
だ
婦
人
を
薩

爾
準
錐
と
呼
び
、
莫
大
な
恩
賞
を
与
え
て
故
郷
に
帰
し
て
い
る
。
そ
の
後
薩
重
心
錘
は
風
合
の
定
額
中
に
加
え
ら
れ
て
、
毎
年
烏
林
を
支
給
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
。
し
か
し
、
道
光
初
め
ま
で
に
は
薩
爾
準
錐
は
、
み
な
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
寧
古
塔
副
都
統
に
所
属
し
て
い
た
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
庶
民
は
、
毎
年
寧
古
塔
ま
で
瑠
皮
を
進
貢
し
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
、
沿
海
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
マ
ソ

頒
集
爾
牢
姓
と
恰
喀
・
剛
姓
の
計
四
十
五
戸
は
、
整
正
六
年
（
一
七
二
八
）
以
降
、
隔
年
ご
と
に
垂
準
里
江
沿
い
の
尼
曼
ま
で
二
年
分
九
十
枚
の
須

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

皮
を
進
貢
す
る
こ
と
と
な
り
、
清
は
役
人
を
派
遣
し
て
受
け
取
ら
せ
た
。
一
方
、
三
再
選
都
統
が
管
轄
す
る
サ
ハ
リ
ン
の
早
早
は
、
毎
年
ア
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ー
ル
川
下
流
の
交
通
上
の
要
衝
奇
集
ま
で
黎
皮
を
届
け
、
そ
こ
で
三
姓
か
ら
受
け
取
り
に
き
た
旗
人
た
ち
に
渡
し
て
い
る
。
乾
隆
四
十
四
年
以

降
は
、
ア
ム
ー
ル
下
流
の
辺
民
も
三
十
副
都
統
の
所
管
と
な
り
、
そ
の
前
か
ら
尼
曼
に
進
貢
し
て
い
た
四
十
五
戸
を
除
い
て
、
残
る
二
千
二
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
レ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

五
戸
は
、
三
姓
か
全
集
の
ど
ち
ら
か
へ
進
貢
し
て
い
る
。
ま
た
嘉
慶
以
後
に
は
、
徳
林
な
ど
二
ヵ
所
が
新
た
に
進
貢
地
点
と
し
て
増
設
さ
れ
た
。

　
質
草
が
献
上
し
た
鋸
皮
は
、
い
っ
た
ん
三
姓
に
集
め
て
収
支
を
報
含
し
た
の
ち
、
大
体
十
一
月
頃
三
竿
の
駐
防
八
握
が
つ
き
そ
い
、
北
京
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

向
け
て
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
最
終
的
に
は
内
務
府
に
納
め
ら
れ
た
。

　
清
朝
は
紹
皮
を
進
貢
し
た
辺
民
に
対
し
て
、
烏
林
（
ロ
ぎ
「
財
産
」
「
財
貨
」
）
と
呼
ぶ
各
種
の
布
地
、
櫛
、
針
、
木
綿
糸
、
ボ
タ
ン
、
ス
カ
ー
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フ
、
綿
花
な
ど
一
揃
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
鳥
林
の
中
に
は
元
来
、
繍
子
、
靴
、
ベ
ル
ト
と
と
も
に
、
朝
夕
や
朝
衣
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
た
。

た
と
え
ぼ
率
爾
写
錐
に
対
し
て
は
女
襟
肩
朝
樹
、
姓
長
に
は
無
扇
肩
朝
衣
、
郷
長
に
は
辞
世
、
子
弟
に
は
鍛
砲
、
白
丁
に
は
藍
毛
膏
布
抱
と
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

層
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
始
め
こ
れ
ら
の
管
物
は
、
盛
京
周
辺
の
旗
人
に
布
地
を
支
給
し
て
縫
わ
せ
て
い
た
が
、
蒔
問
が
あ
ま
り
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
か
り
す
ぎ
る
な
ど
の
理
由
で
、
雍
正
六
年
以
後
は
既
製
品
の
代
わ
り
に
そ
の
着
地
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
林
の
贔
の
大
半
は
北
京
の

戸
部
が
準
備
し
た
が
、
綿
織
物
や
綿
花
の
一
部
は
、
東
北
地
区
に
お
い
て
調
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
少
数
民
族
の
手
に
渡
っ
た
竪
林
は
、
い

わ
ゆ
る
山
丹
交
易
を
通
じ
て
日
本
ま
で
も
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
清
朝
は
、
進
貢
し
た
辺
民
に
対
し
て
、
鳥
林
以
外
に
さ
ら
に
宴
米
、
路
米
と
称
し
て
旅
行
中
の
食
料
も
支
給
し
た
。

①
第
王
章
註
⑰
に
同
じ
。
神
田
信
夫
氏
の
書
評
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
『
東
洋
愚
†
報
』
第
六
ふ
1
七
一
管
第
三
・
四
口
写
、
　
一
九
八
六
）

②
　
　
『
満
文
穗
案
訳
編
』
第
二
十
六
号
橘
案
（
道
光
五
年
九
月
二
十
五
日
）
と
第
七

　
十
五
号
樗
案
（
道
光
五
年
十
月
二
十
日
）
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。

③
　
揚
霧
雲
藤
氏
一
芸
掲
鵜
醐
文
六
七
、
六
八
｝
貝
、
郭
一
己
晶
勇
奮
弛
細
文
。
｛
七
重
は
、
五
十
六
姓

　
の
中
に
ネ
ギ
ダ
ル
族
の
氏
族
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
た
が
、
奇
勒
爾

　
姓
を
ネ
ギ
ダ
ル
族
と
す
る
な
ど
問
題
も
あ
る
。

④
　
O
．
顕
帥
輿
農
8
”
○
量
↓
器
。
門
竃
曾
三
一
【
自
自
重
q
≡
臼
蔓
【
5
δ
∩
門
（
羨
ヨ
2
2

　
Ω
§
亜
＝
琶
。
。
甲
δ
雪
甲
＝
三
毫
剛
串
一
舅
目
【
o
℃
Φ
霞
臼
＝
峯
。
雪
。
≡
凶
一
G
。
鶏
コ
罵
拍
唱
星
、
ヨ
呂

　
酬
［
自
。
農
剛
弐
。
戸
恥
ミ
斡
h
“
ミ
§
篤
§
毛
織
ミ
。
聴
、
へ
8
0
ミ
、
q
嚢
。
。
。
o
。
・
馬
。
軸
聴
魯
ミ
題
き
。
・
o

　
＆
、
驚
§
暑
、
岩
。
ミ
動
ミ
馬
ミ
さ
塁
さ
還
愚
、
ミ
悔
G
。
滑
6
0
0
．
（
大
阪
外
国
語
大
学
石

　
濱
文
庫
蔵
）

⑤
　
鋭
。
コ
。
9
δ
葦
【
（
、
鋤
ミ
訟
ミ
§
覗
§
、
ミ
。
驚
昏
§
、
渓
貸
、
＆
8
簿
窺
ミ
§
o
｝
鳶
ミ

　
寒
6
婁
§
ミ
§
偽
愚
偽
馳
ミ
ミ
銃
襲
↓
両
隅
．
」
§
。
×
掬
簿
塞
。
∩
誇
師
ご
一
〇
“
伊
（
以
下

　
9
趨
ミ
ミ
§
ヘ
ミ
§
o
、
“
ミ
ミ
と
略
す
。
）
㎞
6
0
。
憲
潮
曇
9
一
望
9
蕉
望
器
量
崔
。
∩
豊
窪
器

　
紀
、
き
丙
［
（
誠
℃
自
畠
（
∩
8
0
覚
慧
ロ
×
同
×
占
。
鴇
銘
溶
ヨ
Φ
℃
臣
×
鑑
切
．
）
℃
ミ
動
ミ

　
ミ
ミ
、
、
ミ
ミ
随
ミ
貸
動
、
、
ミ
。
。
。
誉
臨
、
ミ
㌧
◎
。
海
℃
一
㊤
0
ρ
（
以
下
O
o
自
舘
と
略
す
。
）

⑥
ロ
養
霞
δ
・
・
、
渓
蕊
■
き
．
、
‘
．
嗣
」
【
℃
。
↓
ワ
①
憎

⑦
隷
「
搬
ミ
♪
。
弓
凸
①
9

⑧
ぎ
ヒ
ミ
斜
。
ぢ
．
窃
。
。
「

⑨
9
δ
諮
剛
許
9
ミ
ミ
§
、
へ
、
h
こ
ミ
。
、
§
ミ
、
臼
マ
O
O
㎞
9
δ
詣
美
㌧
∩
o
。
塁
潮
∩
↓
℃
」
紹
。

⑩
9
δ
詰
【
（
㌧
㊤
ミ
ミ
§
ミ
h
こ
ミ
。
竃
§
♪
2
）
」
・
。
O
．

⑪
口
爲
M
書
δ
ζ
コ
こ
§
鈴
8
．
馬
。
、
濡
．
貫
自
P
①
O
占
ド

⑫
9
§
重
言
ミ
巽
・
§
、
ミ
こ
ミ
。
ミ
§
♪
∩
↓
勺
．
話
メ

⑬
日
尾
8
｛
ざ
華
箋
ミ
、
こ
。
巷
・
G
。
G
。
捨

⑭
コ
§
§
語
こ
ミ
禽
．
ら
ミ
．
法
。
一
円
、
2
）
．
①
7
0
P

⑮
9
§
議
許
動
ミ
ミ
ミ
ミ
ヘ
ミ
、
ミ
。
、
§
昏
ミ
㌧
2
）
．
。
。
？
O
ρ

⑩
豪
罠
p
＝
。
。
・
こ
ミ
舘
．
ら
ミ
‘
‘
」
【
㌧
∩
も
凸
誌
鋳

⑰
9
δ
鎚
ハ
㌧
響
ミ
ミ
§
霞
こ
ミ
。
ミ
§
♪
。
↓
P
お
9

⑲
ヨ
↓
歪
幽
g
三
舞
8
‘
．
、
戸
ド
調
。
↓
℃
．
①
蒔

⑲
9
歪
美
、
始
ミ
ミ
ミ
ミ
恒
免
、
ミ
。
、
§
ミ
㌧
。
ぢ
旨
。
。
恥
9
雪
美
、
9
。
↓
輩
。
β

　
一
ゆ
ド
…
一
〇
卜
σ
阜
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⑳
コ
養
（
窪
β
ミ
舞
ミ
馬
「
、
鵡
」
♂
。
↓
マ
①
劇
．

⑳
9
δ
蕗
お
①
、
ミ
ミ
§
弐
h
ミ
鳶
。
驚
§
♪
。
も
・
誌
。
。
鴇
9
δ
養
お
9
。
羅
・
・
、
∩
↓
勺
．

　
同
α
一
書
α
卜
。
●

⑫
　
コ
p
↓
瞬
（
鎚
8
、
無
謬
簿
昏
ミ
‘
ヂ
剛
”
切
ぴ
ヨ
お
。
壱
．
腿
Q
。
㎞
9
δ
旨
美
”
讐
ミ
ミ
ミ
象
ミ

　
、
ミ
。
§
§
h
、
。
↓
㌻
象
－
Φ
α
．
『
ト
魁
誠
賦
』
の
「
奇
勒
爾
赫
山
人
」
も
彼
ら
の
こ
と

　
で
あ
ろ
う
。

⑳
豪
霞
備
＝
β
、
§
恥
．
昏
ミ
●
”
．
M
」
♂
。
弓
．
切
ρ

⑳
　
9
一
雪
美
、
始
ミ
ミ
ミ
馬
弓
§
恥
、
ミ
£
ミ
象
♪
〔
も
．
一
ト
。
し
ゅ
1
日
誤
■

⑳
　
第
三
章
註
⑫
に
同
じ
。

⑳
9
δ
自
お
O
o
自
画
、
。
↓
P
に
り
●

⑳
　
耳
＝
・
9
0
ヨ
剛
δ
じ
ロ
、
幕
鴇
ぴ
【
0
3
、
8
釜
0
8
。
N
蚕
ヨ
国
＆
〉
塁
O
o
霞
8
き
碧
r

　
O
o
Q
ミ
ミ
、
ミ
論
鋤
ミ
き
竜
窺
私
民
嶺
㌧
一
8
？
H
㌧
。
ぢ
．
ド
○
。
P

⑱
ぎ
誤
9
貫
、
§
卸
＆
タ
㌧
・
r
剛
拶
。
↓
℃
し
b
。
。
。
●

⑳
楊
賜
二
等
前
掲
書
、
一
七
〇
1
一
七
一
頁
参
照
。
図
p
〈
窪
馨
。
ぎ
愚
．
ミ
．
㌧
や

　
ち
討
労
曾
H
（
剛
さ
一
一
■

⑳
界
罫
家
甕
ぴ
｝
｛
巽
8
コ
一
じ
ご
■
写
三
塁
ξ
q
ρ
三
零
。
℃
同
§
『
；
。
＝
§
［
g
8
・
剛
一
蓉

　
一
幽
①
≡
岩
き
。
円
8
召
遠
路
一
β
督
凌
選
ら
§
ミ
＆
。
ミ
ミ
へ
㍉
ヨ
Φ
剛
毒
弓
響
き
一
㊤
ω
一
、
巽
。
∩
↓
o

　
弓
窪
蓉
き
切
嵩
．
郭
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
議
建
§
δ
ロ
㌧
ミ
舞
ミ
へ
こ
粛
」
同
い
。
ゼ
．
謀
7
＝
曾
9
凶
。
㌔
［
美
b
讐
ミ
ミ
§
ミ
ミ

　
、
ミ
£
ミ
ミ
㌧
o
召
．
8
ム
b
⊃
巳

⑫
　
9
δ
自
一
（
℃
惣
N
ミ
ミ
ミ
ミ
Q
、
ミ
£
題
象
執
M
。
ぢ
●
置
・

⑳
　
｝
じ
σ
．
9
δ
自
【
（
．
ぎ
き
。
。
9
岬
8
0
↓
呂
塁
巽
8
切
殉
§
貰
。
×
馴
×
一
奉
≦
器
×
×
じ
。
‘

　
9
ミ
§
き
蓉
為
亀
。
。
§
蕊
貸
、
｛
、
ミ
崔
ミ
も
ミ
曙
ミ
§
智
◎
。
恥
O
禽
電
3
三
〇
。
壽
p
。
㍉
り
置
．

⑭
匂
コ
’
写
灯
馨
ξ
葦
曾
§
ミ
畑
ミ
§
。
さ
ミ
§
。
§
㌻
ミ
翼
竜
8
ま
§
ミ
零
自
暴
§

　
蕊
ミ
へ
§
b
幕
一
圃
蓬
弱
輩
℃
↓
9
二
㌧
o
↓
℃
．
島
海
◎

⑯
　
9
δ
養
お
O
o
9
器
㌧
。
↓
で
・
同
窃
Q
。
・

⑳
前
掲
『
達
斡
爾
族
社
会
歴
史
調
査
』
附
図
に
よ
る
と
、
一
二
・
ン
川
を
斡
勒
奇
河

　
と
す
る
。
沃
勒
沁
は
斡
勒
奇
の
同
名
異
訳
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
じ
口
．
戸
聖
窟
［
自
瞬
噛
エ
。
桝
δ
↓
o
冨
。
誉
白
髪
。
℃
o
葛
じ
・
9
一
8
q
窃
の
）
演
竃
ω
費
。
9

　
寄
負
ミ
逡
ミ
8
。
欝
塁
§
寧
§
～
h
ミ
ミ
、
ミ
Φ
ミ
き
。
。
ミ
臨
§
、
§
お
翠
。
↓
℃
．
ω
？
ω
①
・

⑯
　
関
嘉
録
、
王
桂
良
、
張
錨
堂
「
清
代
庫
頁
費
雅
喀
入
的
戸
籍
与
賞
募
林
制
」
（
『
社

　
会
科
学
挙
止
』
一
九
八
一
年
第
一
期
）
、
池
上
二
良
「
カ
ラ
フ
ト
の
ナ
ヨ
ロ
文
霞

　
の
満
州
文
」
（
『
北
方
文
化
研
究
』
第
三
号
、
一
九
六
八
）
参
照
。

⑳
　
9
δ
』
美
”
讐
ミ
、
ミ
偽
ミ
、
斡
こ
ミ
。
N
§
§
』
↓
マ
と
一
合
嚇
〉
』
．
9
凶
雪
美
℃
剛
、
一
ぞ
。
崖

　
闘
，
ぎ
護
ゆ
8
＞
塁
ヨ
嵩
∩
錠
麟
自
閑
5
Φ
ミ
ミ
§
ミ
確
論
§
ミ
。
、
h
ミ
、
ミ
、
老
身
O
免
窃
竜
3

　
ヨ
。
。
百
ρ
δ
Q
。
b
っ
㌧
2
℃
●
旨
O
i
器
ド

⑳
　
こ
の
段
落
は
、
楊
余
練
氏
等
前
掲
論
文
六
九
頁
参
照
。

⑧
『
欽
定
大
童
会
典
』
（
光
緒
）
巻
曇
二
戸
部
。

⑫
　
『
満
文
福
案
訳
編
』
第
百
三
十
七
－
百
三
十
九
号
磁
案
。
関
知
録
「
勇
名
略
及

　
其
進
京
納
婦
浅
析
」
（
『
歴
史
観
案
』
一
九
八
二
年
第
四
期
）
、
食
余
練
、
関
克
笑

　
「
清
朝
対
東
北
辺
睡
民
族
的
無
毒
制
度
」
（
『
黒
竜
江
文
物
叢
刊
』
一
九
入
四
年
第

　
二
期
）
、
池
上
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑬
鞠
氏
前
掲
論
文
三
九
頁
、
お
よ
び
四
三
頁
註
⑰
、
⑱
参
照
。

⑭
　
楊
余
練
氏
等
「
清
廷
対
吉
林
辺
彊
少
数
民
族
地
区
的
統
治
」
七
一
頁
参
照
。

⑮
『
満
文
楢
案
訳
編
』
附
録
等
。

⑯
　
　
『
満
文
橘
案
訳
編
』
第
七
十
号
今
案
。

⑰
　
揚
余
練
氏
等
「
清
廷
対
吉
林
辺
蝦
少
数
民
族
地
区
的
統
治
」
七
二
頁
参
照
。

⑯
　
　
『
満
文
悩
案
訳
編
』
第
十
七
号
榴
案
、
お
よ
び
『
欽
定
大
清
会
典
事
例
』
（
光

　
絡
）
巻
一
一
九
〇
内
務
府
。

⑲
　
　
『
満
文
楢
案
多
量
』
第
十
七
号
椿
案
。

⑳
　
『
満
文
榴
案
訳
編
』
第
四
号
福
島
。

⑳
　
　
『
満
文
稲
案
訳
編
』
第
否
七
号
榴
案
、
お
よ
び
『
大
豊
会
典
』
（
康
煕
）
巻
三
九

　
盛
京
戸
部
。
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む
す
び
に
か
え
て

清朝辺民鯛度の成立（松浦）

　
辺
民
制
度
に
お
い
て
、
清
朝
は
紹
皮
を
毎
年
進
貢
す
る
こ
と
を
難
民
に
義
務
づ
け
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
ど
の
程
度
遵
守
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
も
そ
も
黒
色
は
生
息
地
が
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
捕
獲
す
る
こ
と
は
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
い
。
も
し
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
寧
古
塔
や
三
面
に
進
貢
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
困
難
と
危
険
を
伴
う
。
辺
民
に
と
っ
て
毎
年
の
進
貢
は
、
決
し
て
な
ま
や
さ

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
表
1
を
見
る
と
、
ア
ム
ー
ル
川
中
流
域
に
住
む
フ
ル
ハ
系
の
辺
民
の
中
で
、
毎
年
媚
皮
を
進
貢
し
て
い
る
例
は
一
例
も
な
い
。
二
度
以
上
進

貢
し
た
こ
と
が
あ
る
人
物
で
も
、
せ
い
ぜ
い
数
年
間
に
一
回
の
割
合
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
辺
民
の
組
織
が
創
ら
れ
た
当
初
に
は
、
招
皮
を
毎

年
進
質
す
る
と
い
う
義
務
は
、
ま
だ
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
順
治
年
間
に
な
る
と
、
そ
れ
が
す
で
に
法
制
化

し
て
い
た
こ
と
は
、
『
上
代
中
点
関
係
棺
案
史
料
選
編
』
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
当
時
も
辺
民
は
、
　
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
妨
害
以
外
に
も
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

気
や
争
い
、
磯
餓
な
ど
の
原
因
で
、
し
ば
し
ば
欠
貢
し
た
。

　
次
に
、
『
三
姓
副
学
統
衙
門
満
文
棺
案
訳
編
』
の
統
計
に
よ
っ
て
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
二
軸
の
進
貢
状
況
を
調
べ
て
み
る
と
、
乾
隆
五
十

六
年
（
一
七
九
一
）
か
ら
嘉
慶
九
年
目
一
八
〇
四
）
ま
で
の
四
箇
年
に
お
け
る
貢
紹
虚
数
は
、
定
額
の
二
千
三
百
九
十
八
戸
に
達
し
な
い
。
と
り
わ

け
嘉
慶
九
年
は
少
な
く
て
、
千
八
百
九
十
四
戸
し
か
進
貢
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
道
光
五
年
（
一
八
二
五
）
か
ら
同
治
十
二
年
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

七
三
）
ま
で
の
八
箇
年
に
お
い
て
は
、
二
千
三
百
九
十
八
戸
す
べ
て
が
進
貢
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
数
字
上
の
機

械
的
な
一
致
は
、
か
え
っ
て
不
自
然
で
あ
る
。
特
に
東
北
ア
ジ
ア
の
情
勢
が
緊
迫
し
た
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
な
お
、
一
骨
た
ち
が
規
則

通
り
に
進
貢
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
実
際
に
は
、
こ
の
時
期
に
も
か
な
り
の
戸
数
が
欠
貢
し
た
と
見
る
の
が
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
③

当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
生
じ
る
と
、
三
景
副
都
統
が
詔
皮
を
買
い
つ
け
て
数
を
充
足
さ
せ
た
の
で
、
統
計
に
は
そ
れ
が
あ

ら
わ
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
、
辺
単
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
年
と
と
も
に
困
難
と
な
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
進
貢
す
る
平
民
の
数
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も
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
『
清
血
中
俄
関
係
福
案
史
料
選
編
』
（
第
一
編
）
第
二
号
徽
案
。

　
②
　
　
『
満
文
榴
案
否
定
』
第
七
十
－
七
十
三
、
七
十
五
f
七
十
七
、
八
十
五
、
八
十

　
　
八
－
九
十
一
号
福
案
。

　
③
　
た
と
え
ば
、
道
光
四
年
に
た
ま
た
ま
伝
染
病
が
流
行
し
て
、
下
流
の
住
民
が
進

貢
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
熱
醐
都
統
は
、
臨
晦
の
措
置
と
し
て
余

っ
た
鳥
林
七
百
五
十
揃
を
売
り
払
っ
て
、
不
足
し
た
紹
皮
七
酉
五
十
枚
を
買
っ
た

と
い
う
（
『
満
文
繕
案
訳
編
』
第
七
十
四
号
繕
案
）
。
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〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
一
九
八
七
年
二
月
七
日
に
第
三
十
三
回
鹿
大
義
学
会
大
会
で
発
表
し
た
「
清
朝
の
辺
民
制
度
」
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

文
作
成
中
、
神
田
信
夫
・
勝
藤
猛
の
諸
先
生
か
ら
は
、
貴
重
な
御
教
示
と
御
援
助
を
い
た
だ
い
た
。
文
末
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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The　Establishment　of　the　Frontier　People群民

　　　　　　　System　in　the　Qing清Dynasty

by

Sigeru　Matsuura

　　When　Nurhaci，　Taizu太祖of　the　Qing　Dynasty，　unified　Manchuria，　he

excuted　a　policy　of　population　resettlement．　He　shlfted　a　great　number

of　the　M　anchu　people　to　the　environs　of　the　capital，　and　organized　them

into　the　eight　ba皿ers．　His　successors　extended　their　domain　to　the

middle　and　lower　courses　of　the　Amur　River　and　the　north　of　Sakhalin

Island，　but　they　allowed　most　of　the　minorities　to　reside　in　their　native

places　as　before，　and　estab！ished　the　frontier　people　system．　ln　the　Kanxi

康煕and　Yongzheng雍i正periods　the　frontier　people　who　lived　in　the

midd1e　course　of　the　Amur　River　were　sent　to　the　towns　in　Manchuria

into　the　banner　garrison　leaving　none　of　the　frontier　peopie　remaining

except　2，398　families　a！ong　the　lower　Amur　and　on　Sakhalin　lsland　since

the　Qianlong乾隆period．
　　The　frontier　peoPle　consisted　of　sucll　classes　as　the　clan　leaders生長，

the　village　leaders郷長，　the　sons子弟，　and　the　common　people白丁．

They　were　obliged　to　pay　an　annual　tribute　of　a　sable　skin　per　famlly

to　the　Qing　Dynasty，　but　they　received　adequate　rewards　of　cioth，　combs，

needles，　cotton，　buttons，　and　so　on　for　their　services．　ln　this　paper　the

author　deals　with　the　problems　of　the　origin　of　the　frontier　peopie

system．

StraBburger　Reforrnation　1530－1549．

von

Shinn　Watanabe

　　Die　Reformationsforschungen　haben　bisher　die　Ereignisse　in　der

Stadtreformation　erklart，　deren　Trligern　mit　ihren　verschiedenen
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